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序     文 
 

エチオピア連邦民主共和国の母子栄養改善プロジェクトは、オロミア州の対象地域において、5

歳未満児と妊産婦・授乳婦の栄養不良が減少することを目的に、2008年9月から5年間の協力期間

として開始されました。エチオピア連邦民主共和国では特に2歳未満児の約69％が慢性栄養不良で

あることから、2009年から栄養分野の国家計画［国家栄養プログラム（National Nutrition Program：

NNP）］が制定され、その1コンポーネントとして慢性栄養不良児予防に向け、地域に根ざした栄

養改善活動［地域栄養改善（Community-Based Nutrition：CBN）］が推進されることとなりました。

当プロジェクトはこうした取り組みの更なる推進・普及をめざすものであります。 

今般、本プロジェクトの終了を4カ月後に控え、エチオピア連邦民主共和国側と合同でこれまで

のプロジェクトの活動実績・成果を評価し、評価結果から提言・教訓を導き、今後の協力のあり

方への提言を行うことを目的として、2013年5月11日から6月1日まで、終了時評価調査団を派遣し

ました。本報告書は、同調査団が実施した調査結果を取りまとめたものです。 

ここに、本調査にご協力を賜りました関係者の皆さまに深甚なる謝意を表しますとともに、今

後のプロジェクトの実施・運営に際し、一層のご指導、ご協力を頂けますようお願い申し上げま

す。 

 

平成25年5月 

 

独立行政法人国際協力機構 

エチオピア事務所長 神 公明 
 



 

 

目     次 
 

序 文 

目 次 

地 図 

写 真 

略語表 

評価調査結果要約表 

 

第１章 終了時評価の概要 ···················································································································· 1 

１－１ 調査団派遣の経緯 ················································································································· 1 

１－２ 終了時評価の目的 ················································································································· 1 

１－３ 合同評価チーム構成と調査期間 ·························································································· 2 

１－４ プロジェクトの枠組み ········································································································· 2 

 

第２章 終了時評価の方法 ···················································································································· 6 

２－１ 評価手法 ································································································································ 6 

２－２ 評価5項目 ······························································································································ 6 

 

第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス ······················································································ 8 

３－１ 投 入 ···································································································································· 8 

３－２ プロジェクトの実績 ············································································································· 8 

３－３ 実施プロセスの検証 ··········································································································· 26 

 

第４章 評価結果 ·································································································································· 28 

４－１ 妥当性 ·································································································································· 28 

４－２ 有効性 ·································································································································· 29 

４－３ 効率性 ·································································································································· 31 

４－４ インパクト ·························································································································· 33 

４－５ 持続性 ·································································································································· 35 

４－６ 結 論 ·································································································································· 36 

 

第５章 提言と教訓 ······························································································································ 37 

５－１ 提 言 ·································································································································· 37 

５－２ 教 訓 ·································································································································· 37 

 

第６章 団長所感 ·································································································································· 40 

 

付属資料 

１．終了時評価調査日程 ·················································································································· 45 



 

 

２．PDM version 4（最新版） ·········································································································· 46 

３．ミニッツ・合同評価報告書 ······································································································· 49 

４．評価グリッド ···························································································································· 108 

５．質問票 ······································································································································· 121 



地     図 
 

 

 

 

 

エチオピア連邦民主共和国地図 

オロミア州 

東シェワ県 

バレ県 

アルシ県 

5 
6 
7 
8 

9 
 

10  

1 
 

2 
 

3 
 

4 

東シェワ県 
1: Lume郡 
2: Bora郡 
3: Boset郡 
4: Addami/Tulli郡 
 
アルシ県 
5:Tiyo郡 
6: Dodota郡 
7: Shirka郡 
8: Ziway Dugda郡
 
バレ県 
9:Goba郡 
10: Shinana郡 

（プロジェクト対象オロミア州） 



写     真 
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シナナ郡アロシェ村保健開発員（HDA）及び

母親へのインタビュー 
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栄養補助食材販売活動（マルチセクター連携

パイロット）女性グループへのインタビュー
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でのインタビュー 
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ANC Ante Natal Care 産前健診 

BCC Behavior Change Communication 行動変容のためのコミュニケーション 

CBN Community-based Nutrition 地域栄養改善 

CC Community Conversation 住民対話 

CHD Community Health Day 地域健康の日 

C/P Counterpart カウンターパート 

DHS Demographic & Health Survey 人口保健調査 

FMOH Federal Ministry of Health 連邦保健省 

GMP Growth Monitoring and Promotion 成長観察促進活動 

HC Health Center ヘルスセンター 

HDA Health Development Army 保健開発員 

HEP Health Extension Program 保健サービス普及プログラム 

HEW Health Extension Worker 保健普及員 

HP Health Post ヘルスポスト 

HSDP Health Sector Development Programme 保健セクター開発プログラム 

IEC Information, Education and Communication 情報・教育・コミュニケーション 

ISS Integrated Supportive Supervision 統合支援型監督指導 

IRT Integrated Refresher Training 統合リフレッシャー研修 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

MCH Maternal and Child Health 母子保健 

MDGs Millenium Develoment Goals ミレニアム開発目標 

NNP National Nutrition Program 国家栄養プログラム 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 

ORHB 
Oromia National Regional State Health 

Bureau 
オロミア州保健局 

OTP Outpatient Therapeutic Feeding Program 外来治療的食事療法プログラム 

OVIs Objectively Verifiable Indicators 指標 

PCM Project Cycle Management プロジェクト・サイクル・マネジメント

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス

PNC Post Natal Care 産後健診 

PO Plan of Operations 活動計画 

 



 

 

TFU Therapeutic Feeding Unit 
重症栄養不良児の治療的食事療法ユニ

ット 

TOT Training of Trainers 指導者研修 

TSF Targeted Supplementary Feeding ターゲット補助食品配布 

TSS Technical Supportive Supervision 技術的支援型監督指導 
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VCHW Volunteer Community Health Worker ボランティア地域保健員 
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WorHO Woreda Health Office 郡保健事務所 

ZHD Zonal Health Department 県保健局 
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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：エチオピア連邦民主共和国 案件名：オロミア州母子栄養改善プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAエチオピア事務所 協力金額（評価時点）：4億7,000万円 

協力期間 

（R/D）：2008年7月8日署名 先方関係機関：オロミア州保健局 

2008年9月20日～2013年9月20日 日本側協力機関：該当なし 

 他の関連協力：該当なし 

１－１ 協力の背景と概要 

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア」と記す）では、すべての疾患のうち感染性

疾患は実に73.6％1を占めており、2008年の5歳未満児死亡原因の約半数（48％）2が感染症由来で

ある。また、感染性疾患の原因の主要な要因のひとつとして栄養不良が挙げられる。また、栄

養不良は子どもの死亡原因の3分の1以上の潜在的要因として考えられており、栄養失調がより

重症疾患に対して子どもを脆弱にしている。特にエチオピアにおいては、小児死亡の51％が低

栄養に起因すると推定されており3、栄養不良、特に低栄養が最も深刻な健康問題のひとつに挙

げられている。2005年の人口保健調査（Demographic & Health Survey：DHS）によれば、エチオ

ピアの5歳未満児の約半数（46％）が発育障害であると推定されている。従来、エチオピアでは

主に急性栄養不良の対策への取り組みを行っていた。これらは短期的効果が得られるものの、

これまでは慢性栄養不良削減のための持続性のあるメカニズムの構築に向けた取り組みとして

は限定的であった。 

このような状況の下、エチオピア政府は、オロミア州において地域栄養改善（Community-based 

Nutrition：CBN）アプローチを確立することを通して母子の栄養状態を改善するための技術協力

を日本国（以下、「日本」と記す）政府に要請した。この要請に基づき、JICAはエチオピアオロ

ミア州において技術協力プロジェクト「母子栄養改善プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）

を開始した。本プロジェクトは、オロミア州保健局（Oromia National Regional State Health 

Bureau：ORHB）をエチオピア側の主要なカウンターパート（Counterpart：C/P）機関とし、オ

ロミア州の3県（東シェワ県、アルシ県、バレ県）から10郡を対象地域として2008年9月より5年

間の協力期間で開始された。また、本プロジェクトはエチオピアの国家栄養プログラム（National 

Nutrition Program：NNP）の下、関係する保健人材の能力強化を図ることで地域住民に対する適

切な栄養改善サービスへのアクセスを拡大し、対象地域の妊産婦・授乳婦及び5歳未満児の栄養

不良を低下させることをプロジェクトの主要な目的としている。 

 

 

 

                                                        
1 WHO Country Profile for Ethiopia, 2010 

Expressed as percentage of total disability adjusted years（DALY） 
2 WHO Country Profile for Ethiopia, 2010 
3 エチオピアFMOH資料 
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１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

対象郡において、栄養不良である5歳未満児と妊産婦・授乳婦の割合が減少する。 

 

 （2）プロジェクト目標 

対象郡において、5歳未満児と妊産婦・授乳婦の栄養不良を低下させるためのコミュニテ

ィレベルの予防サービスが強化される。 

 

 （3）成 果 

① 子どもと妊産婦・授乳婦の栄養不良予防に向けた住民参加（活動）が推進される。 

② 保健普及員（Health Extension Worker：HEW）による子どもと妊産婦・授乳婦の栄養不

良予防に向けた施策（活動）が強化される。 

③ ヘルスポスト（Health Post：HP）と医療施設［クリニック、ヘルスセンター（Health 

Center：HC）、病院］間の連携が強化される。 

④ CBNのサービス提供強化に向けた州、県、郡レベルの（行政機関の管理・指導）能力

が強化される。 

⑤ 対象郡内の選択地域（モデルサイト）において、（母子栄養改善に資する）効果的なセ

クター間連携モデルが示される。 

 

 （4）投入（評価時点） 

日本側： 

・ 専門家派遣：延べ16名（長期専門家：6名、短期専門家：10名）、合計120.4M/M 

・ 機材供与：フィールド活動用車輌3台、自動二輪車11台及びその他プロジェクト活

動に必要な機材［18万4,780USD（1,496万5,332日本円相当）］ 

・ 在外事業強化費：ETB 2,052万6,445.83（約1億2,970万4,580円） 

・ 研修員受入：8名（地域に根ざした母子保健栄養技術研修、栄養政策/プログラム管

理研修） 

 

エチオピア側： 

・ C/Pの配置：合計31名［ORHB：5名、県保健局（Zonal Health Department：ZHD）：

6名、郡保健事務所（WorHO）：20名］ 

・ ORHB内プロジェクト事務スペース 

・ プロジェクト事務スペースの水道光熱費 

・ 運営費用の歳出予算計上 

・ その他プロジェクト活動に必要な経常経費 

２．評価調査団の概要 

調査者 

団長・総括 力丸 徹 JICA人間開発部 国際協力専門員（栄養保健） 

評価計画 山下 英志 JICAエチオピア事務所 所員 

評価分析 井上 洋一 株式会社日本開発サービス調査部 主任研究員 
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調査期間 2013年5月11日～2013年6月1日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）成果1 

終了時評価時点での成果1の達成度は中程度である。 

 

本プロジェクト開始時より、妊産婦・授乳婦及び子どもの栄養不良予防に向けたコミュ

ニティの積極的な参加を促進するために、コミュニティのボランティアをボランティア地

域保健員（Volunteer Community Health Worker：VCHW）として養成し、VCHWを中心とし

たCBNシステム構築をめざしてきた。しかしながら、コミュニティでの保健関連活動は保

健開発員（Health Development Army：HDA）という女性中心のボランティアが主体となり

行うことが連邦保健省（Federal Ministry of Health：FMOH）の方針として示され、これまで

VCHWが担ってきたCBNでの役割〚2歳未満児の発育モニタリング［成長観察促進活動

（Growth Monitoring and Promotion：GMP）］、地域健康の日（Community Health Day：CHD）

及び住民対話（Community Conversation：CC）集会〛は、HEWがGMPの実施とCHDでの健

康教育を新たに担当し、HDAはCC集会のためのコミュニティ動員を行うこととなった。こ

れに伴い、オロミア州を含むエチオピアにおける保健活動全般に対する住民参加の状況は、

制度変更の移行期のため停滞が認められており、本プロジェクトにおいてもケアギバーの

CC集会参加率などで目に見える達成度が得られていない。 

しかしながら、本プロジェクトは中間レビュー以降に当初の計画を見直し、エチオピア

の方針に沿ってHDAリーダーに対するコミュニティ動員や、HC職員に対するHP監督指導に

必要な研修を提供している。また、コミュニティでのCBN活動維持・向上に向けたレビュ

ー会議の導入や栄養改善活動の行動変容にかかわる優良事例集の作成などを行っている。

今後は、持続性を念頭に置いた運用や展開に向けた具体的な計画について関係者間で協議

されることが求められる。 

 

 （2）成果2 

長期的な持続性、実現可能性については不確定であるが、終了時評価時点での成果2の達

成度は高い。 

 

本プロジェクトではZHD及び郡保健事務所（Woreda Health Office：WorHO）にCBNマス

タートレーナーを養成し、ほぼすべてのHEWスーパーバイザーやHEWにCBN導入研修、リ

フレッシャー研修を実施した。これにより、HEWなどはCBNにかかわる必要な知識・技能

をプロジェクトの支援により獲得したと考えられる。他方、上述の制度変更によりCBNを

含むすべての保健関連活動の研修は統合リフレッシャー研修（ Integrated Refresher 

Training：IRT）に統合するという方針がFMOHより発表された。IRTには母子栄養改善の項

目は設定されていたがCBNに関する内容が十分ではなかったため、本プロジェクトがIRT研

修モジュールにCBNの内容を含むよう働きかけ・協力を行った結果、IRTにCBNの項目が含

まれた。 
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また、制度変更を受け、GMPはVCHWに代わってHEWが実施することとなった。HEWは

GMP実施に必要な知識・技能は有しているものの、担当するコミュニティが広範囲であり、

日常の保健活動に加えてGMPのアウトリーチ活動を行うには相当程度の負担が伴うため、

GMP参加率は上昇傾向にあるものの、終了時評価時点では達成目標値には到達していない。

 

 （3）成果3 

終了時評価時点での成果3の達成度は中程度であると考えられる。 

 

客観的なデータは得られていないが、HPでの治療が不可能な栄養不良児のほとんどがHC

へリファーされていることが周辺情報から示唆され、HP−HC間のリファラル/フォローアッ

プの状況は、ある程度は望ましい状況と推察される。ただし、本活動に係るプロジェクト

投入は十分できておらず、CBN研修やTSSの間接的影響が部分的に貢献したと考えられる。

また、HPでのCBN活動の質の維持のために、本プロジェクトではWorHO及びHCによる技

術的支援型監督指導（Technical Supportive Supervision：TSS）の導入を図った。しかしなが

ら、エチオピアのCBNに関する実施方針の変更に応じ、また将来的な持続性を担保するた

め、技術的支援型監督指導（TSS）を統合支援型監督指導（Integrated Supportive Supervision：

ISS）へ統合することを関係者間で合意している。終了時評価時点ではISSにTSSのCBNの項

目を統合させるための作業を行っている段階であり、協力期間終了までには同作業も完了

する見込みである。また、聞取調査では監督指導にチェックリストを用いて行われている

ことが確認されたが、前回実施分のチェックリストを次回監督指導時の履歴として活用で

きていないケースがあるなど、効果・効率的な支援型監督指導に向け、運用方法などにつ

いて改善の余地がある。 

 

 （4）成果4 

終了時評価時点での成果4の達成度は中程度であると考えられる。 

 

本プロジェクトでは対象3県のZHD、10郡のWorHOより1名ずつ合計13名のCBNマスター

トレーナーを養成し、HCやHPへの研修を提供してきた。CBN研修がIRTへ統合されたこと

に伴い、ORHBはZHD、WorHOにIRTマスタートレーナーを養成し、IRT講師としての役割

を担っている。 

また、本プロジェクトでは、CBNサービス提供に向けた質の高い行政機関の管理・指導

能力の向上のため、県・郡・村の各レベルでレビュー会議の開催を支援してきた。いずれ

のレベルの会議においても、開催されれば関係者の参加率は高いものの、多忙さによる開

催日・出席者の調整、予算的制約などによって開催そのものが計画どおりにできていない

ケースも多い。今後は、保健活動全般に係るレビュー会議等の既存のモニタリングメカニ

ズムに統合するなど、効率的なレビュー活動運営に係る検討の必要性が強く示唆される。

 

 （5）成果5 

終了時評価時点での成果5の達成度は中程度であると考えられる。 
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プロジェクト対象地域のうち2県において、女性グループによる小規模離乳食加工・販売

活動と家庭菜園普及について、セクター間で連携した導入・実施を行い、それぞれの活動

について実施プロセスと活動結果を実施マニュアルとしてまとめるとともに、優良事例及

び教訓について文書化を行った。これら成果品について、2013年4月23日にワークショップ

を開催し、導入事例はFMOHや連邦レベル及びオロミア州の農業セクター、水セクター関係

者、他の国際開発パートナー機関などと共有された。今後、協力期間終了までに、JICA専

門家とORHBとの間で、実施マニュアルや優良事例集の展開/普及について、郡/村レベルへ

の広報など具体的な取り組みについて協議される予定である。 

他方、成果5では母子栄養改善に向けたセクター間連携の「モデル化」をめざしていた。

しかしながら、本プロジェクトではJICA専門家の投入や予算、実施期間の制約から、限ら

れたパイロット村での試験的導入とその事例研究が文書化されるにとどまり、モデル化ま

では至っていない。 

 

 （6）プロジェクト目標 

プロジェクト目標の達成度は中程度である。 

 

本プロジェクトでは、対象とするZHD、WorHOにCBNマスタートレーナーを養成し、ほ

ぼすべてのHEWに対してCBNの導入研修やリフレッシャー研修を提供し、HEWなどの能力

評価が図られた。また、コミュニティボランティアをVCHWとして養成し、コミュニティ

でのCBN活動を効果・効率的に実施する体制を構築した。この取り組みの結果、プロジェ

クト目標に対する指標（母子栄養改善についての妊産婦/授乳婦の行動変容）は、おおむね

終了時評価時点で達成されている。 

一方で、妊産婦・授乳婦の行動変容の直接的な原因は、HEWによる栄養指導やVCHW/HDA

を活用したCHD及びCCなどの活動に強く関連づけられ、これらの指標は本プロジェクト全

体の目標である行政的な管理・指導能力強化やリファラル/フォローアップシステム強化、

母子栄養改善に向けたマルチセクター連携などを含む、総合的な栄養不良予防サービス強

化を表現しているものではない。IRTやTSSなどのCBNサービスの質の維持に必要なメカニ

ズムの基礎は本プロジェクトによって整備されたものと考えられるが、これらが継続的か

つ効果的に機能するような運営体制の構築が今後の課題として整理される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

プロジェクトの妥当性は、終了時評価時点でも高く維持されている。 

 

エチオピア FMOHは、保健セクター開発プログラム（Health Sector Development 

Programme：HSDP）-IV（2010/11-20014/15）において、ミレニアム開発目標（Millenium 

Develoment Goals：MDGs）の目標である「乳幼児死亡率の低下」及び「妊産婦の健康改善」

に向けた母子栄養改善を重視している。エチオピア政府はNNP2008-2013をMDGs最終年で

ある2015年まで延長し、母子栄養改善に向けた取り組みをより強化するとともに、NNPの
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着実な実施に向けたマルチセクター連携やサービス・プロバイダーの人材能力強化、行政

機関の監督機能強化を行うこととしている。FMOHは、CBNを上述した取り組みを網羅する

概念と認識しており、妊産婦・授乳婦及び子どもに対する栄養不良予防サービス強化をめ

ざす本プロジェクトはNNPを直接支援するものであり、エチオピア保健政策、栄養政策と

の一致性は極めて高く維持されていることが確認された。 

本プロジェクトはコミュニティレベルのCBN強化に向けてHEWやVCHW、HDAリーダー

の能力強化を一貫して行ってきた。特に制度移行に伴うコミュニティでの保健活動の円滑

な引き継ぎ、新体制の導入を実現させるための直接支援を行ったことは、政策的ニーズだ

けでなく、現場レベルにおける保健サービス・プロバイダーのニーズにも応えるものであ

る。 

 

 （2）有効性 

終了時評価時点での本プロジェクトの有効性はおおむね高いと考えられるが、有効性維

持のためのメカニズムをより強化する必要がある。 

 

本プロジェクトでは、対象とするZHD、WorHOにCBNマスタートレーナーを養成し、ほ

ぼすべてのHEWに対してCBNの導入研修やリフレッシャー研修を提供し、能力強化が図ら

れた。また、コミュニティボランティアをVCHWとして養成し、コミュニティでのCBN活

動を効果・効率的に実施する体制を構築した。コミュニティでの保健活動がVCHWからHDA

を活用する制度移行が行われたことで、本プロジェクトもHDAリーダーに対するオリエン

テーション実施やCBNにかかわる研修、支援型監督指導の方法を見直すことで対応し、制

度の円滑な移行に貢献した。このような取り組みの結果、母子栄養改善についての妊産婦/

授乳婦の行動変容に関する指標は、終了時評価時点でおおむね達成されている。 

本プロジェクトの取り組みにより母子の栄養改善に対する妊産婦・授乳婦の行動変容が

得られている（プロジェクト目標の指標がおおむね満たされている）ことから有効性はお

おむね高いと判断されるが、栄養不良予防サービスの質の維持のためのメカニズムの更な

る質的・量的向上が必要であり、HEWの業務の効率化、マルチセクター連携のモデル化な

どが今後の課題として整理される。 

 

 （3）効率性 

いくつかの内部及び外部条件により本プロジェクトの円滑な実施が阻害されたため、効

率性は限定的である。 

 

前述した制度変更がなされたことで、本プロジェクトはHDAリーダーに対するオリエン

テーションやTSSのISSへの統合、IRTへのCBNの項目の組み込みなど活動計画の変更を行

い、円滑な制度移行を支援してきた。本プロジェクトのこのような対応によってプロジェ

クトの成果や目標達成に致命的な影響は回避され、終了時評価時点でCBNによる母子栄養

不良予防に一定の成果を上げている。一方で、VCHWの養成やCBN研修、TSSなどの協力期

間前半で行った主要な活動が、終了時評価時点及び将来のエチオピアにおけるCBN活動を
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通した母子栄養改善に及ぼす影響は限定的となっており、本プロジェクトへの投入が成果

や本プロジェクト目標へ転化されたかという観点からは、本プロジェクトの効率性を大き

く損ねたと考えられる。 

また、本邦研修やモニタリング活動用に供与されたバイクなど、日本側投入が成果達成

に十分に転化されていない状況も観察されている。 

 

 （4）インパクト 

プロジェクトの実施によって、以下に示すインパクトが確認または期待されている。 

 

本プロジェクトを通して、HEWなどのサービス・プロバイダーの能力が強化され、HDA

及びHEWを核としたコミュニティでのCBN活動が強化されたことより、終了時評価時点で

妊産婦・授乳婦の栄養不良抑制に向けた行動変容が確認されている。このことから、現在

のCBN活動が適切に維持されれば妊産婦・授乳婦の行動変容の結果として、妊産婦・授乳

婦及び子どもの栄養不良が減少する可能性は大いに期待できる。ただし、行動変容を維持・

促進するためには栄養不良抑制のためのサービスの質の維持、向上が必要であり、モニタ

リング評価や母子栄養にかかわる保健人材養成のための継続的な研修のメカニズムが一層

強化されることが必要である。これに加え、本プロジェクトで十分な介入ができなかった

リファラル/フォローアップ（カウンターリファラル）システムの強化や、マルチセクター

連携のモデル化も上位目標達成のための今後の課題として整理される。 

なお、本プロジェクトの上位目標として、「プロジェクトの対象地域の」母子の栄養不良

の改善をターゲットに設定しているが、ORHBを主要なC/P機関としてNNPに沿って進めら

れた本プロジェクトは、少なくともオロミア州内の非対象地域への拡大を想定した上位目

標に設定することが期待されるものである。これに関連し、「妥当性」の項でも述べたとお

り、FMOHはMDG4及びMDG5の達成に向けてNNPを2015年まで延長し引き続き強化してい

くことから、協力期間終了後もエチオピア側によって本プロジェクトの成果・経験が他地

域に普及されていくことも一定程度期待できる。本プロジェクトは、協力期間終了までに、

本プロジェクトが主体的に支援しているCBN活動項目を整理したうえで適切にORHBに移

譲するとともにプロジェクト成果及び経験の普及に向けた具体的な道筋について協議し、

関係機関とも共有することが求められる。 

 

 （5）持続性 

終了時評価時点でのプロジェクトの持続性は比較的高い。 

 

FMOHはMDG4及びMDG5の達成に向けて、NNPを2015年まで延長し活動を強化すること

を表明しており、2013年6月にはNNPの改訂内容や新たな達成目標（値）が関係機関に公表

される見込みであり、これに合わせて、FMOHと開発パートナー機関等との間で、NNP延長

期間の活動に関する財政支援についても協議が開始される見込みである。したがって、終

了時評価時点での政策・制度面、財政面での持続性は一定程度期待できる。ただし、CBN

サービスの質の維持・向上をより確かにするために、現行のCBNに特化したレビュー会議
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のあり方について関係者間で協議するとともに、ISS、IRTの適切な実施のために現場レベ

ルで適切な計画に基づく予算申請を行うなどの取り組みが求められる。 

また、プロジェクトによりCBNにかかわる多くの保健人材の能力強化が図られ、IRTやISS

などのモニタリングメカニズムも存在していることから、技術的持続性は一定程度担保さ

れたものと考えられる。本プロジェクトでレビュー会議実施手引書やTSSチェックリストを

作成したことで、モニタリング活動を標準的作業として実施することは可能となったが、

必ずしもこれらの活動がサービス向上や問題解決のために機能的に運用されていないケー

スも散見されたため、技術的持続性を更に強化するためにも、モニタリングメカニズムの

機能強化を一層図ることが今後の課題として挙げられる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

中間レビュー調査においてコミュニティレベルのCBN活動が停滞していることが指摘さ

れたことを受け、郡以下のCBN活動を強化することを目的として2011年8月より郡レビュー

会議の支援を開始した。郡レビュー会議の関係者（ZHD、WorHO、HEW）の参加率はほぼ

100％であり、活動のモニタリング評価に一定程度貢献したと考えられる。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

本プロジェクトでは、上述の制度移行に対してプロジェクト活動の見直しを行うなどの

迅速な対応を取った。指標の達成度などの目に見える改善は確認されないものの、CBN活

動の大幅な停滞が回避されたものと考えられる。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 

本プロジェクトの全体的なデザインを考慮した場合、緻密な活動を実施するには対象地

域が広範囲であり、活動内容も多岐にわたっていたことから、プロジェクトデザインに対

して計画されていたJICA専門家（特に長期専門家）の投入量がやや低かったと考えられた。

そのため、HPとHC間の連携強化（成果4の一部）や、CBNのための行動変容のためのコミ

ュニケーション（Behavior Change Communication：BCC）モデル及びマルチセクター連携モ

デルの構築（成果1の一部と成果5）に十分な時間的、人的投入ができなかった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

本プロジェクトを通じて本邦研修に参加したC/Pの半数以上が、終了時評価時点で離職・

異動しており、本プロジェクトの成果、目標の達成への貢献は限定的となった。また、鉄

剤や駆虫薬のエチオピア側による安定供給がなされなかったことも、有効性への阻害要因

として整理される。 

 

３－５ 結 論 

プロジェクト終了までにプロジェクト目標の「対象郡において、5歳未満児と妊産婦・授乳婦
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の栄養不良を低下させるためのコミュニティレベルの予防サービスが強化される」は達成され

る見込みは高い。特に、栄養不良予防に向けた住民参加の推進（成果1）、HEWによる栄養不良

予防活動の強化（成果2）の取り組みが、プロジェクト目標の指標である妊産婦・授乳婦の栄養

不良予防にかかわる行動変容の促進に貢献している。 

他方で、協力期間中に、CBN活動に関するボランティア制度（VCHW→HDA）や、支援型監

督指導制度（TSS→ISS）、人材育成の研修内容（CBN研修→IRT）が変更され、本プロジェクト

による介入が限定的・側面的となった影響から、プロジェクト成果としてのリファラル/フォロ

ーアップ（カウンターリファラル）連携強化（成果3）及び、行政管理能力強化（成果4）につ

いては、CBNサービスの質の維持のためのメカニズムが効果的に機能している段階に至ってい

ない。しかし、これまでのプロジェクト投入は、基礎的な体制づくりには大いに貢献している。

本プロジェクトで取り組んできたCBN活動について、NNPの活動として位置づけられ政策的

な持続性は高く、技術的にも本プロジェクトによりCBN活動の基礎を一定程度構築できたこと

から、今後エチオピア主導でプロジェクト成果を基にCBN活動が推進されることが期待される。

また、本プロジェクトで作成したBCC、及びマルチセクター連携モデルの構築（成果5）に関す

る優良事例集や実施マニュアルの活用を進めることによって、より実践的なCBN活動が展開普

及されることが期待される。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

 （1）プロジェクト（ORHB及びJICA） 

1. プロジェクトは、プロジェクトが主体的に支援しているCBN活動を整理し（継続的なオ

ペレーションに必要な人材、時間、資機材、ランニングコストなどの分析結果も含む）、

プロジェクト成果及び経験の普及に向けた具体的な道筋について協議するとともに、適

切にORHBへ業務を移譲すること。 

2. プロジェクトは、計画どおり開催できていないレビュー会議の効果・効率的な実施運営

について検討すること。 

3. プロジェクトは、BCC及びマルチセクター連携の取り組みに関する実施マニュアルや優

良事例集優良事例集について、具体的な活用方法について関係機関と協議すること。特

にマルチセクター連携については、事例研究の導入を積み重ね、モデル化に向けた具体

的な展開/普及方法について協議すること。 

4. プロジェクは、新NNPの目標値を考慮し、プロジェクト期間終了までに指標1及び指標4

の見直しを行い、必要に応じて改訂を行うこと。 

 

 （2）ORHB 

1. ORHBは、CBN活動の質を維持・向上するために、IRTを適切に継続すること。 

2. ORHBは、栄養不良患者に対する予防・治療サービスを強化するために、TFU設置の取

り組みを維持・拡大すること。 

3. ORHBは、プロジェクトで供与したバイク11台のうち現在故障している10台について、

早急に修理し使用可能な状態にすること。また、予防的な維持管理を実施しいつでも使

用可能な状態を担保すること。 
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4. ORHBは、HDA制度移行後のGMP及びCC参加率の低下について具体的な対応策について

検討すること。特に業務負荷が大きくなったHEWの業務の効率化やコミュニティでの

CBN活動支援策について検討すること。 

 

 （3）WorHOs 

1. WorHOsは、プロジェクトで供与したバイク11台のうち現在故障している10台について、

早急に修理し使用可能な状態にすること。また、予防的な維持管理を実施しいつでも使

用可能な状態を担保すること。 

2. WorHOsは、HDA制度移行後のGMP及びCC参加率の低下について具体的な対応策につい

て検討すること。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

 （1）プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）上の記載内容の

明確化 

本来PDMは、プロジェクトの枠組みについて関係者による共通認識を得るためのスプレ

ッドシートの役割を担っており、成果達成に向けたプロジェクト活動の進捗管理及び成果

創出状況の管理に重要なツールである。したがって、まずは到達すべき目標や達成すべき

成果を明確にすることが不可欠であり、目標のクリアな設定によって必要な活動及び活動

に必要な人材・予算・資機材・時間について適切に予測・管理することが可能となる。 

今回、終了時評価調査団は本プロジェクトのPDMに示されるプロジェクト活動や成果指

標について、指標の表記含め用語の定義で曖昧な表現がなされているものを確認した。誰

に対してどのような介入を行うのか、どのようなデータを収集するのかなど、正確な判断

が難しい表記となっており、PDMに従った具体的な介入方法の策定や進捗管理を行う際に

混乱を招く事態となっている。加えて、成果レベルの定義が曖昧なところもあり、達成す

べき成果に関して本プロジェクト及びJICA側で共通認識が得られず、成果達成に対する適

切な人的・予算的投入に至らなかった。 

このようなギャップを最小限にするためにも、詳細計画策定調査時にプロジェクトデザ

インを策定する際は、関係者間の共通認識を得ることを念頭に、正確かつ簡潔な表現を用

い、用語の定義を明確にすることが求められる。また、協力期間途中であってもPDMの表

記や定義などに正確性を欠くような問題が確認された場合には、プロジェクトは可及的早

期にPDM改訂案を作成し、JCCなど通じて関係者間のコンセンサスを得ることが求められ

る。 

 

 （2）効果測定のための調査デザイン 

プロジェクト目標及び成果の達成度は、第一に設定された指標との比較を通じて確認及

び検証を行う。介入効果の測定や活動と成果の因果関係の確認を行うには、ベースライン

調査-ミッドライン調査-エンドライン調査の比較試験による傾向分析を踏まえる必要があ

る。したがって、各調査条件の同一性やデータの信頼性の担保が必要となるが、今回の終
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了時評価時点ではベースライン調査及びミッドライン調査に関し、条件の同一性やデータ

の信頼性に問題が確認されたため、結果的に本評価プロセスにおいてこれらの調査結果を

使用できなかった。 

プロジェクトの介入効果の傾向分析を可能にし、説得力のあるエビデンスを得るために

は、ベースライン調査やエンドライン調査を1つの調査パッケージとしてプロジェクトの枠

組みに組み込み、当初より調査条件（サンプルサイズ、調査期間、データ収集方法、調査

対象、調査項目、分析方法、調査費用など）を統一化することが求められる。特に、ベー

スライン調査結果は成果測定の基礎根拠となるため、調査デザイン及び実施方法について

十分な検討が求められ、品質管理の観点から、統計学等の専門性を有する人材の活用も視

野に入れ、調査精度、信頼性、測定可能性を担保することが求められる。 

 

 （3）有効なカウンターパート研修の実施 

「3-2.（3）効率性」で触れているとおり、本邦研修に参加した11名のC/Pのうち、終了時

評価時点で既に6名は当時のポストから離れていることが確認された。その結果、本邦研修

の成果達成への貢献度は限定的という評価となった。このような離職や急な人事異動につ

いては、本プロジェクトに限ったことではなくエチオピアの全体的な傾向として見受けら

れるため、他プロジェクトも含め同様の事態に直面する可能性は高いと考えられる。 

したがって、C/Pの離職・異動（及びその影響）などを最小限に抑え得る対応の検討が必

要である。対応策の検討にあたっては、まずプロジェクト活動［活動計画（Plan of 

Operations：PO）］を策定する初期の段階で本邦研修についてもプロジェクト全体期間を通

じた全体計画を策定することが望ましい。いつ、どのようなテーマの本邦研修を実施する

かという点のみならず、本邦研修をより戦略的に活用するために、①戦略的な人選の実施、

及び②研修帰国後のC/Pの戦略的活用についても本邦研修全体計画の策定時に検討するこ

とが望ましい。 

本邦研修には、C/Pの能力向上という一義的な効果のほか、プロジェクトや日本への理解

促進という副次的な効果も期待される。本邦研修の効果をプロジェクトで最大限に発現す

るためにも戦略的に人選を行うことは極めて重要であり、政策決定者・実務者レベルそれ

ぞれで、プロジェクトの中核を担えるC/Pを慎重に見極めることが非常に重要となってく

る。 

さらに本邦研修の効果の有効活用策として、研修帰国後のC/Pをプロジェクト活動のリソ

ースパーソンとして活用するなどの戦略的な方策を検討することが望ましい。帰国後も引

き続きプロジェクトへの関与を強化することにより、C/Pがプロジェクトから離れるリスク

やその影響を最小限に抑えることにもつながると考えられる。 
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第１章 終了時評価の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯 

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア」と記す）では、すべての疾患のうち感染性疾

患は実に73.6％4を占めており、2008年の5歳未満児死亡原因の約半数（48％）5が感染症由来である。

また、感染性疾患の原因の主要な要因のひとつとして栄養不良が挙げられる。また、栄養不良は

子どもの死亡原因の3分の1以上の潜在的要因として考えられており、栄養失調がより重症疾患に

対して子どもを脆弱にしている。特にエチオピアにおいては、小児死亡の51％が低栄養に起因す

ると推定されており6、栄養不良、特に低栄養が最も深刻な健康問題のひとつに挙げられている。

2005年の人口保健調査（DHS）によれば、エチオピアの5歳未満児の約半数（46％）が発育障害で

あると推定されている。従来、エチオピアでは主に急性栄養不良の対策への取り組みを行ってい

た。これらは短期的効果が得られるものの、これまでは慢性栄養不良削減のための持続性のある

メカニズムの構築に向けた取り組みとしては限定的であった。 

このような状況の下、エチオピア政府は、オロミア州において地域栄養改善（CBN）アプロー

チを確立することを通して母子の栄養状態を改善するための技術協力を日本政府に要請した。こ

の要請に基づき、JICAはエチオピアオロミア州において技術協力プロジェクト「母子栄養改善プ

ロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）を開始した。本プロジェクトは、オロミア州保健局（ORHB）

をエチオピア側の主要なカウンターパート（C/P）機関とし、オロミア州の3県（東シェワ県、ア

ルシ県、バレ県）から10郡を対象地域として2008年9月より5年間の協力期間で開始された。また

本プロジェクトは、エチオピアの国家栄養プログラム（NNP）の下、関係する保健人材の能力強

化を図ることで地域住民に対する適切な栄養改善サービスへのアクセスを拡大し、対象地域の妊

産婦・授乳婦及び5歳未満児の栄養不良を低下させることをプロジェクトの主要な目的としている。 

今回実施する終了時評価調査は、2013年9月のプロジェクト終了を控え、エチオピア側評価メン

バーと共にプロジェクト活動の実績、成果を確認、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパ

クト、持続性）を用いて評価するとともに、終了までのプロジェクト活動に対する提言及び今後

の類似事業にあたっての教訓を導くことを目的とする。 

 

１－２ 終了時評価の目的 

終了時評価の目的は以下に示すとおりである。 

① プロジェクトの進捗をレビューし、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自

立発展性）の評価基準に従ってプロジェクトの成果を評価する。 

② プロジェクトの成果に対する促進要因及び阻害要因を同定する。 

③ 上記の分析結果に基づいてエチオピア側と共同で残りの協力期間での活動方針について協

議する。 

④ 終了時合同評価報告書に調査結果を取りまとめる。 

 

                                                        
4 WHO Country Profile for Ethiopia, 2010 

Expressed as percentage of total disability adjusted years（DALY） 
5 WHO Country Profile for Ethiopia, 2010 
6 エチオピアFMOH資料 
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１－３ 合同評価チーム構成と調査期間 

終了時評価は、JICA及びエチオピア側と合同で実施した。終了時合同評価チーム（以下、「評価

チーム」）の構成は以下のとおりである。 

    

<日本側> 

担当業務 氏 名 役職及び所属 現地派遣期間

団長・総括 力丸 徹 JICA人間開発部 国際協力専門員（栄養保健） 
2013.5.20～

5.31 

評価計画 山下 英志 JICAエチオピア事務所 所員 現地参団 

評価分析 井上 洋一 株式会社日本開発サービス調査部 主任研究員 
2013.5.13～

5.31 

 

<エチオピア側> 

氏 名 役職及び所属 

Mr. Asfaw BENTI 
Monitoring and Evaluation Officer, Health Planning, Budgeting & 

Monitoring and Evaluation Support Process, ORHB 

 

現地調査は2013年5月13日から5月31日に実施し、サイト視察、インタビュー、プロジェクト報

告書などの関連文書レビューを実施した（付属資料1）。 

 

１－４ プロジェクトの枠組み 

本プロジェクトは、以下に示す5つの成果を達成することを通じ、プロジェクト目標である妊産

婦・授乳婦及び5歳未満児の栄養不良抑制に向けた地域での予防サービスの強化をめざすものであ

る。 

① 妊産婦・授乳婦及び子どもの栄養不良予防に向けた住民参加の促進 

② 保健普及員（HEW）による妊産婦・授乳婦の栄養不良予防に向けた施策（活動）の強化 

③ ヘルスポスト（HP）と医療施設間の連携強化 

④ 地域栄養改善（CBN）サービス提供強化に向けた州、県、郡レベルの（行政機関の管理・

指導）能力強化 

⑤ 対象地域内のパイロット地域において、（母子栄養改善に資する）効果的なマルチセクター

連携（事例）の提示 

 

最新PDMであるversion 4に示される上位目標、プロジェクト目標、成果、活動を以下に示す（付

属資料2）。 
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最新のPDM（2012年11月15日改訂） 

上位目標 
（プロジェクト）対象郡において、栄養不良である5歳未満時と妊産婦・授乳婦

の割合が減少する。 

プロジェクト目標 
対象郡において、5歳未満児と妊産婦・授乳婦の栄養不良を低下させるためのコ

ミュニティレベルの予防サービスが強化される。 

成 果 

成果1 

子どもと妊産婦・授乳婦に栄養不良予防に向けた住民参加（活動）が推進される。

成果2 

HEWによる子どもと妊産婦・授乳婦の栄養不良予防に向けた施策（活動）が強

化される。 

成果3 

HPと医療施設［クリニック、ヘルスセンター（HC）、病院］間の連携が強化さ

れる。 

成果4 

CBNのサービス提供強化に向けた州、県、郡レベルの（行政機関の管理・指導）

能力が強化される。 

成果5 

対象郡内の選択地域（モデルサイト）において、（母子栄養改善に資する）効

果的なセクター間連携モデルが示される。 

活 動 

活動1 

 1-1 ベースライン調査（活動4-1）の結果に基づいて、オロミア州保健局

（ORHB）/県保健局（ZHD）がHEWに対するCBN研修プログラムをレビ

ュー、改訂する。 

 1-2 郡保健事務所（WorHO）がHEWに対してコミュニティ・センシタイゼー

ション7に関するCBN研修を実施する。 

 1-2.5 HEWがボランティア地域保健員（VCHW）/保健開発員（HDA）に対し

てCBN研修を実施する。 

 1-2.6 HEWがVCHW/HDAを対象とした（CBNに関する）レビュー会議を実施

する。 

 1-8.5 HEW、VCHW及びHDAがコミュニティを動員し、住民対話（CC）を運

営する。 

 1-9 ORHB/ZHDがHEWとコミュニティを結びつけるための効果的な行動変容

のためのコミュニケーション（BCC）モデル及び手引きを開発、その優良

事例が文書化し、FMOHや他の開発パートナーと共有する。 

 

活動2 

 2-1 ORHB/ZHDは子どもの栄養のための補完食（離乳食）ガイドラインを含

む、情報・教育・コミュニケーション（ Information, Education and 

Communication：IEC）教材をレビュー・新規開発する。 

 2-2 ORHB/ZHDがHEWに対する成長観察促進活動（GMP）/栄養教育に関する

CBN研修をレビューする。 

 2-2.5 ORHB/ZHDが、HEWが行うGMP/栄養教育に関する定期的な郡レビュー

会議のプログラムをレビューする。 

 2-3 ORHB/ZHDがHEWの行うCBN活動にIEC教材を効果的に活用する。 

 2-4 WorHOとHCがHEWに対してGMP/栄養教育に関するCBN研修を実施す

る。 

                                                        
7 住民の自主性を尊重しながら、気づきを促し、方向性を導くこと。 
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 2-4.5 WorHOとHCが、HEWと共に定期的な郡レビュー会議をもつ。 

 2-5 HEW、VCHW及びHDAが2歳未満児の毎月のGMP及び妊娠期（至適）体

重増加モニタリングを行う。 

 2-6 GMP、地域健康の日（CHD）、産前健診（Ante Natal Care：ANC）や他の

地域に根ざした活動を通して、HEWがIEC教材を用いて2歳未満児及び妊

産婦・授乳婦に対して栄養カウンセリング・教育を行う。 

 2-7 ORHBが県及び郡の母子保健（Maternal and Child Health：MCH）エキスパ

ートに対して（HEWに対するCBN研修の）指導者養成研修（Training of 

Trainers：TOT）を行う。 

 2-8 HEWがVCHWに対してCBN研修を実施する。 

 

活動3 

 3-1 ORHB/ZHDが急性栄養不良の子どものリファラル（専門医への照会・委

託）/フォローアップの現在のガイドライン、研修プログラム、情報シス

テムをレビュー・改訂する。 

 3-2 コミュニティ、郡、HCが急性栄養不良の子どものリファラル/フォローア

ップに関する実施計画を作成する。 

 3-3 ORHB/ZHDが子どもの急性栄養不良のリファラル/フォローアップを支援

型監督指導チェックリストに統合する。 

 3-4 HEWとHCの保健従事者が、HPと医療施設間での急性栄養不良の子どもの

リファラル/フォローアップを推進する。 

 3-5 ORHB/ZHDがHCに対する支援型監督指導の研修プログラムを開発する。

 3-6 ORHB/ZHDが（HCがHPに対する）監督指導のプロトコル及びチェックリ

ストを開発する。 

 3-7 ZHDがHCによる支援型監督指導の研修を行う。 

 3-8 HCがプロトコルにのっとって、HPへの支援型監督指導を実施する。 

 3-9 ORHB/ZHDが外来治療的食事療法プログラム（Outpatient Therapeutic 

Feeding Program：OTP） /重症栄養不良児の治療的食事療法ユニット

（Therapeutic Feeding Unit：TFU）のカバー率をレビューする。 

 3-10 ORHB/ZHDがOTP/TFUを設置する。 

 3-11 ORHB/ZHDが、HCの保健従事者に対してOTP/TFUインサービス研修を実

施する。 

 

活動4 

 4-1 ORHB/ZHD/WorHO/HEWがベースライン調査を実施する。 

 4-2 ORHB/ZHDが現在のモニタリング/監督指導メカニズムをレビュー・分析

する。 

 4-3 ORHB/ZHDが、HCによる（HPに対する）監督指導に使用するプロトコル

とチェックリストを開発する（活動3－6と同じ）。 

 4-4 ORHB/ZHDが評価結果を文書化し連邦保健省（FMOH）や国際機関などの

関係機関とワークショップを通じて共有する。 

 4-5 ORHB/ZHDは統合リフレッシャー研修（IRT）の母子栄養に関する部分に

ついて、地域（オロミア州）に適した内容にレビューする。 

 4-6 ORHBはプロジェクトの経験を州内で適用させるための計画を策定する。

 4-8 ORHB/ZHDが定期的な（CBN活動のパフォーマンスについての）レビュ

ー会議を実施する 

 

活動5 

 5-1 ORHB/ZHDが農業や教育などの連携すべきセクターを特定する。 



 

－5－ 

 5-2 ORHB/ZHDは連携すべきセクターと共に、家庭菜園及び地域で入手可能

な食材を使用した補完食の調理実習、学校保健教育などの効果的な連携モ

デルを見いだす。 

 5-3 ORHB/ZHDは連携すべきセクターと共に、モデル地域とモデルの実施手

順を計画する。 

 5-4 ORHB/ZHDは連携すべきセクターと共に、選定したパイロット村でモデ

ルを実施する。 

 5-5 ORHB/ZHDはオペレーショナル・リサーチを通じてモデルをモニター、

評価する。 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ 評価手法 

終了時評価は「JICA事業評価ガイドライン」（2010年6月）に沿って実施された。実績・実施プ

ロセスの確認と5項目評価を行うための調査項目について、何をどのように実施したらよいのか具

体的な方法を検討するため、評価設問、必要な情報・データ、情報源、データ収集方法について

一覧表で示した評価グリッド（付属資料4）を作成した。 

日本側評価チームのメンバーは評価グリッドに基づき、C/Pや各関係機関、JICA専門家に対して

質問票やインタビューによる調査（付属資料5）を実施し、プロジェクトのレビューを実施した。 

調査結果は日本－エチオピア合同で、PCMの常法にのっとり、最新のPDM version 4（2012年11

月15日改訂）（付属資料2）に基づいてプロジェクト成果の到達度の確認及び評価5項目での分析を

実施し、合同評価報告書を取りまとめた。 

 

２－２ 評価5項目 

本終了時評価に用いた評価5項目の概説を以下の表-1に示す。また、評価5項目とPDM（上位目

標、プロジェクト目標、成果及び投入）の関係についても表-2に示す。 

 

表－１ 評価5項目の概説 

評価5項目 概 説 

妥当性 

終了時評価時点での現状・実績に基づいて、プロジェクトの目標（PDMのプロジ

ェクト目標、上位目標）が、受益者のニーズと合致しているか、エチオピア側の

政策と日本の援助政策との整合性はあるかといった、「援助プロジェクトの正当

性」を検討する。 

有効性 

終了時評価時点での現状・実績に基づいて、PDMの「プロジェクトの成果」の達

成度合いと、それが「プロジェクト目標」の達成にどの程度結びついたかを検討

する。 

効率性 

終了時評価時点での現状・実績に基づいて、プロジェクトの「投入」から生み出

される「成果」の程度を把握する。各投入のタイミング、量、質の適切度を検討

する。 

インパクト 

プロジェクトが実施されたことにより生じる直接・間接的な正負の影響を検討す

る。終了時評価でのインパクト評価は、評価の必要性・可能性に応じて検証作業

を行う。 

持続性 

援助が終了したあとも、プロジェクト実施による便益が持続されるかどうか、自

立発展に必要な要素を見極めつつ、プロジェクト終了後の自立発展の見通しを検

討する。終了時評価での持続性評価は、予測・見込みに基づいて検証作業を行う。
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表－２ 評価5項目とPDMとの関係 

 妥当性 有効性 効率性 インパクト 持続性 

上位目標 

プロジェクト目

標、上位目標は、

地域のニーズや

政府の開発計画

などに照らし

て、評価時にお

いても目標とし

て意味がある

か。 

  プロジェクトを

実施したことに

より、どのよう

な直接的、間接

的な正、負の影

響が現れたか。 プロジェクト終

了後も、プロジ

ェクトがもたら

した便益は持続

されるか。 

プロジェク

ト目標 プロジェクト目

標は達成された

か。成果がその

達成にどれたけ

貢献したか。 

 

成 果 

 
投入が成果にど

れだけ効率的に

転換されたか。

より効率的に成

果が達成される

方法はほかにな

かったか。 

 

投 入 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 

３－１ 投 入 

 （1）日本側投入実績 

以下に、2013年5月時点の本プロジェクトに対する日本側からの投入（見込み）を示す。詳

細は付属資料3.ミニッツ・合同評価報告書 Annex5を参照のこと。 

 

構 成 投 入 

JICA専門家の派遣 
延べ人数（人）：長期専門家6名、短期専門家10名 

延べ投入量：120.43M/M（長期専門家：100.10M/M、短期専門家：20.33M/M）

資機材の提供 

総額（ETB及び円換算）：18万4,780USD（1,496万5,332日本円相当） 

内容：フィールド活動用車輛3台、自動二輪車11台及びその他プロジェクト活

動に必要な機材 

本邦研修 

延べ人数：8名 

研修内容：地域に根ざした母子保健栄養技術研修、栄養政策/プログラム管理

研修 

延べ期間：5.43M/M 

現地活動費 
在外事業強化費：ETB2,052万6,445.83（約1億2,970万4,580円）（プロジェクト

終了時点の見込額） 

 

 （2）エチオピア側投入実績 

以下に、2013年5月現在の本プロジェクトに対するエチオピア側からの投入を示す。 

・ C/Pの配置 

・ ORHB内プロジェクト事務スペース 

・ プロジェクト事務スペースの水道光熱費 

・ 運営費用の歳出予算計上 

・ その他プロジェクト活動に必要な経常経費 

 

３－２ プロジェクトの実績 

 （1）プロジェクト活動の実績 

成果に係るプロジェクト活動実績を以下に示す。 

成果1 

 子どもと妊産婦・授乳婦に栄養不良予防に向けた住民参加（活動）が推進される。 

活 動 実 績 

1-1. ベースライン調査（活動

4-1）の結果に基づいて、

ORHB/ZHDがHEWに対

するCBN研修プログラ

ムをレビュー、改訂す

る。 

・ 本プロジェクトが支援する栄養不良予防活動は、FMOHのNNPに沿

って行われるものである。したがって、CBN研修は、FMOHが作成

し た ガ イ ド ラ イ ン 及 び マ ニ ュ ア ル （ Community based 

Nutrition-Training Guide for Training of Health Workers & Health 

Extension Workers, March 2009 revised）を使用して実施した。 

・ 同マニュアル、ガイドラインを用いたCBN研修を実施し内容をレビ

ューしたが、本プロジェクトはこれらの改訂の必要はないと判断さ

れた。 
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1-2. WorHOがHEWに対して

コミュニティ・センシタ

イゼーションに関する

CBN研修を実施する。 

・ ORHBが、ZHD・WorHOのMCHエキスパートを対象にCBN研修の指

導者養成研修（TOT）を実施し、13名のマスタートレーナーを養成

した（2009年度第2四半期）。 

・ マスタートレーナーは、対象郡のすべてのHC所属のHEWスーパー

バイザー、HP所属のHEWに対して以下のような導入研修、リフレッ

シャー研修を提供した。 

－ 541名のHEWと45名のHEWスーパーバイザーにCBN導入研修

を実施した（2009年8月）。 

－ 529名のHEWと63名のHEWスーパーバイザーにCBNリフレッ

シャー研修を実施した（2010年8月）。 

－ 524名のHEWと61名のHEWスーパーバイザーにCBNリフレッ

シャー研修を実施した（2011年6月）。 

1-2.5. HEWがVCHW/HDAに

対してCBN研修を実施

する。 

・ 2010年度第4四半期までに、コミュニティのボランティア制度を活用

し、コミュニティから選出された4,079名（約50世帯に1名）を対象

にCBN研修を実施し、VCHWとして養成した。 

・ CBNガイドラインにはコミュニティでの活動はボランティアを活用

することが記載されていたため、本プロジェクトでは上述のとおり

ボランティアを養成した。しかしながら、CBNを含むコミュニティ

での保健活動はHDAを活用する正式決定文書が2012年度第2四半期

ごろに発効された。 

・ これを受けて、本プロジェクトでは2012年度第3・第4四半期にかけ

て、HDAのリーダー7,118名中6,418名（約90％）を対象にHEWsがCBN

オリエンテーションを実施した。 

1-2.6. HEWがVCHM/HDAを

対象とした（CBNに関

する）レビュー会議を

実施する。 

・ コミュニティレベルでのボランティアの活動が停滞していることが

2011年10月にJICA専門家の調査によって明らかとなった。これを受

けて、コミュニティレベルでの活動管理のために、2011年第3四半期

よりHEWによるVCHW及びHDAリーダーを対象とした四半期ごと

のレビュー会議が導入された。 

・ 上述のレビュー会議はプロジェクトの正式な活動として、2012年3

月の第3回合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）にお

いてPDMに記載され、承認された。 

・ これまでに実施されたコミュニティでのレビュー会議は、以下のと

おりである。 

－ 2011年度第3四半期：VCHWを対象に10郡すべてで実施。 

－ 2011年度第4四半期：VCHWを対象に10郡中6郡で実施。 

－ 2012年度第1四半期：VCHW/HDA8,877名を対象に10郡中7郡

（205村）で実施。 

－ 2012年度第2四半期：VCHW/HDA6,082名を対象に6郡（144村）

で実施。 

－ 2012年度第3四半期：VCHW/HDA5,506名を対象に4郡（132村）

で実施。 

－ 2012年度第4四半期：VCHW/HDA7,169名を対象に7郡（168村）

で実施。 

・ 上記で開催されたレビュー会議へのVCHWあるいはHDAリーダー

の参加率はほぼ100％であるが、開催そのものがされないケースが確

認されており、運営管理上の問題が示唆される。 
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1-8.5. HEW、VCHW及びHDA

がコミュニティを動員

し、CC集会を運営す

る。 

・ 協力期間前半ではVCHW主導の下約50世帯でのCC集会を週1回の頻

度で実施していた。 

・ CBNにおけるHDAの活用が正式に発効されてからは、HDAがコミュ

ニティを動員し、HEW主導で住民対話集会を開催している。HEW主

導のCC集会は、対象となる約500世帯を3つのグループに分けて、2

週間に1回の頻度で実施している。 

1-9. ORHB/ZHDがHEWとコ

ミュニティを結びつけ

るための効果的なBCC

モデル及び手引きを開

発、その優良事例が文書

化され、FMOHや他の開

発パートナーと共有さ

れる。 

・ 2012年3月から6月末にかけて派遣されたJICA短期専門家主導で、

ORHBと共に、コミュニティにおける母子栄養にかかわるコミュニ

ケーションの実態調査と分析を行い、報告書Communication Fact 

Findings and Analysisを作成した。現状分析結果に基づいて、CBNに

かかわるBCCの優良事例集Good Practices of BCC on CBNを作成し

た。また、現状分析や優良事例に基づいて、効果的なBCCを行うた

めの手引書Powered BCC Actionが作成された。 

・ 終了時評価時点では、上述の優良事例集はオロミア語への翻訳が最

終校正段階である。協力期間終了までには、対象郡のHEWに配布さ

れる予定である。 

・ 上述の手引書はZHD及びWorHOには配布され、一部のWorHOには本

手引書内容について本プロジェクトよりプレゼンテーションを行っ

ている。他方、当初は本手引書の有効性を検証するためパイロット

導入試験の実施を想定していたが、プロジェクト活動の優先度を考

慮し、残りの期間での同試験実施は行わないこととなった。 

 

成果2 

 HEWによる子どもと妊産婦・授乳婦の栄養不良予防に向けた施策（活動）が強化される。 

活 動 実 績 

2-1. ORHB/ZHDは子どもの

栄養のための補完食（離

乳食）ガイドラインを含

む、 IEC教材をレビュ

ー・新規開発する。 

・ ORHBが、JICA短期専門家と共に、既存のIEC教材をレビューし、コ

ミュニティにおける母子栄養に関する不足する内容を同定した。

HEWが妊産婦・授乳婦やケアギバーに対しての指導用に用いる、以

下のIEC教材を新規に開発した（2009年11月～12月）。 

－ フリップチャート：「ファミリーヘルス・カード1」、内容：産

前産後の母子に必要なケア 

－ フリップチャート：「ファミリーヘルス・カード2」、内容：健

康な子どもの育成ケア 

－ カード型クイズゲーム：「6カ月未満の子どもの食事」、内容：

完全母乳育児の重要性 

－ カード型クイズゲーム：「成長曲線の判断の仕方」、内容：栄

養不全の成長曲線の見分け方 

－ カード型クイズゲーム：「離乳食・3つの大きな栄養素」、内容：

食品の栄養素と必要な栄養素バランスの知識向上 

－ CD及びカセットテープ：「小さな花の歌」、内容：完全母乳育

児及び補完食の重要性に関するメッセージを含んだオロミア

語の歌 

・ また、本プロジェクト開始当初にHPでの栄養バランスに関する教育

/啓発用ポスターカレンダーを作成した。同ポスターカレンダーは関

係者間で好評であり、FMOHはHEWディプロマ・プログラムの教科

書の表紙に採用した。 
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2-2. ORHB/ZHDがHEWに対

するGMP/栄養教育に関

するCBN研修をレビュ

ーする。 

・ 活動1-1に記載したとおり、本プロジェクトではGMP、栄養教育を含

むFMOHのCBNガイドライン、マニュアルを用いてプロジェクト活

動を行った。 

・ ただし、マニュアル、ガイドラインは改定しないことになったが、

CBN研修でのGMP指導に用いる副教材「成長モニタリング指示書」

を作成した。 

2-2.5. ORHB/ZHDが、HEWが

行うGMP/栄養教育に

関する定期的な郡レビ

ュー会議のプログラム

をレビューする。 

・ 2011年7～8月実施の中間レビュー調査において、コミュニティレベ

ルの活動がやや停滞していることが指摘されたことを受け、郡以下

の活動を強化することを目的として2011年8月より郡レビュー会議

の支援を開始した。 

・ 郡レビュー会議の適切な運用に向け、本プロジェクトはZHD・

WorHOが使用するレビュー会議実施手引書Facilitation Guide for 

Woreda Review Meetingを作成した。 

・ 終了時評価時点では同手引書に従って、GMP及び栄養教育を含む

CBN活動が郡レビュー会議でモニタリング評価されている。 

2-3. ORHB/ZHDがHEWの行

うCBN活動にIEC教材を

効果的に活用する。 

・ 上述の活動2-1のとおり、ZHD及びWorHOのMCHエキスパートを対

象に、IEC教材の使用法、運用に関するワークショップを開催した。

・ ZHD及びWorHOのMCHエキスパートを対象に、上記教材の使用法、

運用に関するワークショップを開催した。その後、HEWを対象とし

たCBNリフレッシャー研修において上記教材の導入を指導し、これ

と並行して、2010年8月までに対象郡のすべてのHPに配布した。 

2-4. WorHOとHCがHEWに対

してGMP/栄養教育に関

するCBN研修を実施す

る。 

・ 活動1−2で示したとおり、13名の本プロジェクトで養成したマスター

トレーナーが対象地域のHEWに対して、CBN研修を実施した。CBN

研修にはコミュニティ・センシタイゼーションだけではなく、GMP、

栄養教育のテーマも含まれている。 

2-4.5. WorHOとHCが、HEW

と共に定期的な郡レビ

ュー会議をもつ。 

・ 2011年7～8月実施の中間レビュー調査において、コミュニティレベ

ルの活動が停滞していることが指摘されたことを受け、郡以下の活

動を強化することを目的として2011年8月より郡レビュー会議の支

援を開始した。 

・ 上述のレビュー会議は本プロジェクトの正式な活動として、2012年3

月の第3回JCCにおいてPDMに記載され、承認された。 

・ 郡レベルで開催されたレビュー会議は以下のとおりである。 

－ 2011年度第3四半期：HEWと村落リーダー685名を対象に10郡

すべてで実施。 

－ 2011年度第4四半期：HEWと村落リーダーを対象に10郡中5郡

で実施。 

－ 2012年度第1四半期：HEWと村落リーダー747名を対象に10郡

中8郡で実施 

－ 2012年度第2四半期：HEWと村落リーダー871名を対象に10郡

中9郡で実施 

－ 2012年度第3四半期：HEWと村落リーダー463名を対象に10郡

中4郡で実施 

－ 2012年度第4四半期：HEWと村落リーダー484名を対象に10郡

中6郡で実施 
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2-5. HEW、VCHW及びHDA

が2歳未満児の毎月の成

長モニタリング及び妊

娠期（至適）体重増加モ

ニタリングを行う。 

・ 対象10郡では本プロジェクトで養成したVCHWは担当地域の2歳未

満児の発育モニタリングを毎月行っていた。 

・ 2012年7月にコミュニティでの保健活動がHDAとHEWによってなさ

れることになって以降は、VCHWに代わってHDAがコミュニティの

動員、HEWが2歳未満児の発育モニタリングを実施することになり、

2013年3月までに完全移行されている。 

・ HEWは毎月の子どものGMPに加え、CHDの機会に5歳未満児と妊婦

の栄養不良スクリーニングを行っており、重度栄養不良が認められ

た子どもと妊婦はその後の定期的な体重モニタリングにつなげられ

ている。 

2-6. GMP、CHD、ANCや他の

地域に根ざした活動を

通して、HEWがIEC教材

を用いて2歳未満児及び

妊産婦・授乳婦に対して

栄養カウンセリング・教

育を行う。 

・ GMP、CC、CHD、ANCなどの機会に、HEWはこれらのIEC教材を用

いて母子への栄養教育を実践している。 

2-7. ORHB が 県 及 び 郡 の

MCHエキスパートに対

して（HEWに対するCBN

研修の）TOTを行う。 

・ 活動1－2のとおり、ORHBが、ZHD・WorHOのMCHエキスパートを

対象にCBN研修の指導者養成研修（TOT）を実施し、13名のマスタ

ートレーナーを養成した（2009年度第2四半期）。 

・ 2011年5月ごろにCBNも含むすべての保健関連活動の研修はIRTに含

まれることになったが、IRTにはCBNにかかわる内容が十分ではなか

ったため、本プロジェクトがIRT教材にCBNの内容が含まれるよう働

きかけを行った。その結果、IRTにCBNの項目が含まれた。 

・ 終了時評価時点では、ORHBがすべてのZHD及びWorHOでIRTマスタ

ートレーナーを養成し、マスタートレーナーがHEWを指導してい

る。 

2-8. HEWがVCHWに対して

CBN研修を実施する。 

・ 活動1-2.5を参照のこと 

 

成果3 

 HPと医療施設（クリニック、HC、病院）間の連携が強化される。 

活 動 実 績 

3-1. ORHB/ZHDが急性栄養

不良の子どものリファ

ラル（専門医への照会・

委託）/フォローアップの

現在のガイドライン、研

修プログラム、情報シス

テムをレビュー・改訂す

る。 

・ 2012年2月にJICA専門家が調査用に雇用した現地コンサルタントと

共に、HP−HC間の急性栄養失調児のリファラルシステムに関する現

状分析を実施した。また、重度急性栄養不良児のリファラルに関係

する現行のガイドラインや研修教材についての文献レビューが実施

された。 

・ 上記の結果として、HPからHCへのリファラル実施率が低いことや

TFUの機能が十分でないHCが存在していることが確認された。総合

的な潜在要因分析に基づいて、改善策を技術的支援型監督指導

（TSS）チェックリストに反映させた。 

・ TSSは、HCのHEWスーパーバイザーがHPのHEWを、HEWがVCHW

を監督指導するために導入されていた。コミュニティでの保健活動

をVCHWに代わってHDA及びHEWが行うことになったことに伴い

TSSを改訂したが、全保健活動について統合的に支援型監督指導を

行うISSに統合されることになった。 

・ 現在は、HP、HCともにISSによりモニタリング評価、技術支援がな

3-2. コミュニティ、郡、HC

が急性栄養不良の子ど

ものリファラル/フォロ

ーアップに関する実施

計画を作成する。 

3-3. ORHB/ZHDが子どもの

急性栄養不良のリファ
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ラル/フォローアップを

支援型監督指導チェッ

クリストに統合する。 

されており、本プロジェクトは関係機関と協力し、ISSチェックリス

トにTSSチェックリストのCBNの項目を反映させる作業を進行中で

ある。協力期間終了までに、上述の作業は完了する見込みである。

3-4. HEWとHCの保健従事者

が、HPと医療施設間での

急性栄養不良の子ども

のリファラル/フォロー

アップを推進する。 

・ 本プロジェクトで提供したCBN研修内容に従って、HPで重症栄養不

良が強く疑われた子どもや妊産婦はHEWによりHCに適切にリファ

ーされている。 

・ また、CHDの際に行われている妊産婦・授乳婦及び5歳未満児の栄養

不良スクリーニングで発見された栄養不良及び重症栄養不良症例

は、HEWによってHPでの治療、HCへのリファーがなされている。

本プロジェクトでは、スクリーニング活動の支援は行っていないが、

CHD開催に係る経費を一部支援している。 

・ なお、治療後の患者のフォローアップに関し、本プロジェクトでは

直接支援していないが、CBN研修において治療後のフォローアップ

の重要性や具体的な方法について指導している。終了時評価時点で

は、HCでの治療を受けた患者はHPにカウンターリファラルされ、

HPには患者から口頭で経過報告など情報共有がなされている。 

3-5. ORHB/ZHDがHCに対す

る支援型監督指導の研

修プログラムを開発す

る。 

・ 2010年7月に、JICA短期専門家主導の下、ORHBがHCのHEWスーパ

ーバイザー及びHEWに対するTSS研修実施手引書『ファシリテータ

ーのための研修ガイド―WorHOのためのCBN支援型監督指導』を作

成した。 

3-6. ORHB/ZHDが（HCがHP

に対する）監督指導のプ

ロトコル及びチェック

リストを開発する。 

・ 活動3-5に先立って、JICA短期専門家主導の下、ORHBとともにTSS

のための実施プロトコル及びチェックリストを開発した。 

3-7. ZHDがHCによる支援型

監督指導の研修を行う。 

・ 2010年7月に、ORHBがZHD及びWorHOのCBNマスタートレーナー

（MCHエキスパート）に対し、上述研修実施手引書に従ってTSSに

関するTOTを実施した。 

・ また、CBNリフレッシャー研修の際に、マスタートレーナーが全

HEWスーパーバイザー及びHEW527名を対象にTSSに係る導入研修

を実施した。 

3-8. HCがプロトコルにのっ

とって、HPの支援型監督

指導を実施する。 

・ 活動3－7に示したTSS導入研修後、HCのHEWスーパーバイザーがHP

のHEWを対象にTSSを開始した。 

・ 終了時評価時点ではTSSは行われておらず、CBNにかかわる監督指

導はISSに統合される予定である（活動3-3を参照）。 

3-9. ORHB/ZHD が OTP/TFU

のカバー率をレビュー

する。 

・ 本プロジェクト開始初期に実施された現状調査では、プロジェクト

対象地域内でOTPが導入されているHP、TFUが設置されているHCは

なかった。 

・ ORHB、ZHD、WorHoとJICA専門家の協議で、各郡内1～2カ所のTFU

を設置するHCを選定した。その後、スタッフ研修の実施と必要物品

の配布が進められ、終了時評価時点では47のHCのうち約20カ所に

TFUが設置されている。 

・ HPでのOTP導入に関しては、HEWに対するCBN研修でOTP導入の指導

がなされ、その後、本プロジェクトと関係機関の協力の下、OTPに必

要な物品が275カ所すべてのHPに配布され、HPでのOPTが開始された。

・ 本プロジェクトまたはORHB、ZHDがHC、HPに対して直接的にイン

サービス研修を行ってはいないが、OTP/TFUの活動状況はTSSまた

はISSによって定期的に監督指導されており、サービスの質の維持、

向上への取り組みがなされている。 

3-10. ORHB/ZHDがOTP/TFU

を設置する。 

3-11. ORHB/ZHDが、HCの保

健 従 事 者 に 対 し て

OTP/TFUインサービス

研修を実施する。 
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成果4 

 CBNのサービス提供強化に向けた州、県、郡レベルの（行政機関の管理・指導）能力が強化される。

活 動 実 績 

4-1. ORHB/ZHD/WorHO/HEW

がベースライン調査を

実施する。 

・ 2009年度第2、第3四半期に現地コンサルタントへの再委託により、

コミュニティの妊産婦・授乳婦及び子どもの栄養不良に関するベー

スライン調査を実施した。 

・ 同調査は、対象郡の選定、現地コンサルトの契約に時間を要したた

め、当初の予定より9カ月遅れて完了した。 

4-2. ORHB/ZHDが現在のモ

ニタリング/監督指導メ

カニズムをレビュー・分

析する。 

・ 2010年6月に、JICA短期専門家主導の下、ORHBと共に現行のモニタ

リング/監督指導の現状調査を実施した。 

・ 保健分野の活動に対する監督指導はISSにより実施されていたが、

ISSは多くの分野を対象としていることから、ISSのチェックリスト

は十分に活用されていなかった。かかる状況の下、幾つかのWorHO

は独自のチェックリストを使用して監督指導を行っていたが、一定

の書式が使用されておらず、CBNを含め栄養プログラムはその対象

となっていないことが明らかとなった。 

4-3. ORHB/ZHDが、HCによ

る（HPに対する）監督指

導に使用するプロトコ

ルとチェックリストを

開発する（活動3−6と同

じ）。 

・ 活動3-6を参照のこと。 

4-4. ORHB/ZHDが評価結果

を文書化しFMOHや国際

機関などの関係機関と

ワークショップを通じ

て共有する。 

・ 2013年8月に予定している第6回JCCの機会を活用し、FMOHや他の国

際開発パートナー機関等のプロジェクト関係機関の参加を募り、本

プロジェクトの実績や成果にかかわるラップアップ・ワークショッ

プを開催予定である。 

4-5. ORHB/ZHDは統合リフ

レッシャー研修（IRT）

の母子栄養に関する部

分について、地域（オロ

ミア州）に適した内容に

レビューする。 

・ 活動2-7に示したとおり、IRTにはCBNにかかわる内容が十分ではな

かったため、本プロジェクトがIRT教材にCBNの内容が含まれるよう

働きかけを行った。その結果、IRTにはCBNの項目が含まれた。 

4-6. ORHBがプロジェクトの

経験を州内に適用させ

るための計画を策定す

る。 

・ 終了時評価調査の機会を活用し、本プロジェクト成果の維持・発展

や問題点が同定されることが見込まれる。その結果を踏まえ、同調

査終了後にJICA専門家とORHBとの間で、継続する必要のある活動

等の引き継ぎや、今後の展開の具体的な方法などについて協議する

予定である。 

4-8. ORHB/ZHDが定期的な

（CBN活動のパフォー

マンスについての）レビ

ュー会議を実施する。 

・ 対象の3県において、ZHD主導の下、ORHB及び管轄のWorHOととも

に、約四半期ごとのレビュー会議が本プロジェクト開始当初に導入

され、終了時評価時点においても継続されている。 

・ 同会議はおおむね四半期ごとに開催されており、関係者の参加率も

ほぼ100％である。 
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成果5 

 対象郡内の選択地域（モデルサイト）において、（母子栄養改善に資する）効果的なセクター間連

携モデルが示される。 

活 動 実 績 

5-1. ORHB/ZHDが農業や教

育などの連携するべき

セクターを特定する。 

・ JICA短期専門家主導の下、WorHOと共に関係者分析（郡農業事務所、

郡水事務所、子ども・女性局、マイクロファイナンス機関や郡行政

事務所等）を行った。 

5-2. ORHB/ZHDは連携すべ

きセクターと共に家庭

菜園及び地域で入手可

能な食材を使用した補

完食の調理実習、学校保

健教育などの効果的な

連携モデルを見いだす。 

・ 2010年8月から9月にかけて短期専門家が派遣され、本プロジェクト

と連携可能性のある他セクター関係者と協議し、母子栄養改善を目

的とした介入テーマが特定された。 

・ 上記短期専門家帰国後は本プロジェクトで活動のフォローアップを

行う予定であったが、十分なフォローアップがなされなかったため、

介入は進捗しなかった。 

・ 2011年度にJICA専門家主導で再度、郡レベルの関係者分析を実施し、

WorHO、郡農業事務所、郡水事務所、マイクロファイナンス機関、

行政事務所が連携し、村レベルの関係者も巻き込んだ介入テーマ（補

完食及び栄養向上のための家庭菜園）を決定した。 

5-3. ORHB/ZHDは連携すべ

きセクターと共に、モデ

ル地域とモデルの実施

手順を計画する。 

・ Lume郡E/Jorro村とDodota郡A/Debaso村をパイロットサイトとして

特定した。 

・ WorHO、郡農業事務所、郡水事務所、マイクロファイナンス機関、

行政事務所及び、村レベルの関係者（HEW、村長、農業普及員、母

親グループ、農業従事者等）とそれぞれのテーマに応じて各セクタ

ー関係者及び村の関係者の具体的活動方法・手順について協議し、

活動実施計画を作成した。 

5-4. ORHB/ZHDは連携すべ

きセクターと共に、選定

したパイロット村でモ

デルを実施する。 

・ 活動計画に基づき、Lume郡において2歳未満児の栄養向上を目的と

した「補完食のマーケットアプローチモデル」を導入・実施した。

コミュニティで利用可能な食品を用いて母親グループが補完食加

工・販売を行い、得られた利益を基に補完食加工に必要な食品を購

入するものである。郡農業事務所が農業普及員を活用した販売促進

や調理実習、栄養教育、マイクロファイナンス機関が資金管理・運

用、WorHOが食品衛生管理、HEWがGMPをそれぞれサポートした。

・ Dodota郡では、住民のバランンスの取れた栄養摂取に向けて「食の

安定供給モデル」を導入・実施した。バランスの取れた栄養摂取に

必要な野菜が、コミュニティでマーケットを介さずとも入手可能と

なるように家庭菜園の導入を行い、栽培された野菜が住民の食事や2

歳未満児の補完食に利用されることを目的としている。これに対し

て、郡農業事務所が優良種子配布と栽培技術支援、補完食の調理実

習会開催、郡水事務所による栽培に必要な水の確保をサポートした。

5-5. ORHB/ZHDはオペレー

ショナル・リサーチを通

じてモデルをモニター、

評価する。 

・ ORHB/ZHDが、郡関係機関（WorHO、郡農業事務所、郡水事務所、

マイクロファイナンス機関、行政事務所等）と共に、2村のサイトを

訪問し、活動のモニタリングと評価を実施した。 

・ モニタリング評価の結果を踏まえ、2つの介入テーマについてそれぞ

れ「実施マニュアル」及び「優良事例集」を作成作業中である。 

・ 本プロジェクトは、これらの導入事例について2013年4月23日にワー

クショップを開催し、FMOHや連邦レベル及びオロミア州の農業セ

クター、水セクター関係者、他の国際開発パートナー機関等と共有

した。 
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 （2）成果の達成度 

成果の達成度は、可能な限りPDM version 4で規定される指標を用いて評価された。しかし

ながら、いくつかの指標については用語の定義が曖昧であるなどの問題が確認されたため、

成果の定量的分析は可能な限り調査時に得られている数値等を使用し、文献レビューやイン

タビュー、直接観察などで得られた情報に基づいて補強した。 

また、ベースライン調査及びミッドライン調査で得られた結果は、比較検討のためのデー

タの調査条件（特に聞取方法など）の同一性が保障されないこと、エチオピアの公式な調査

結果と大きく違っており信頼性に問題がある可能性が示唆されたことなどから、プロジェク

ト介入効果測定のためのデータとして採用せず、DHS（2008年）やNNPの達成目標値（もし

くはその外挿値）を参考情報として評価に使用した。 

 

1）成果1 

終了時評価での成果1の達成度は中程度である。 

 

本プロジェクト開始時より、妊産婦・授乳婦及び子どもの栄養不良予防に向けたコミュ

ニティの積極的な参加を促進するために、コミュニティのボランティアをVCHWとして養

成し、VCHWを中心としたCBNシステム構築をめざしてきた。しかしながら、協力期間途

中に、コミュニティでの保健関連活動はHDAを中心に行う旨FMOHが新しい方針として示

したことで、これまでVCHWが担ってきたCBNにおける役割（GMP、CHD及びCCの実施）

について、HEWがGMP実施とCHDでの健康教育を担当し、HDAはCCのためのコミュニテ

ィ動員を行うよう制度変更された。これに伴い、本プロジェクトは中間レビュー以降に当

初の計画を見直し、エチオピアの方針に沿ってHDAリーダーに対するコミュニティ動員や、

HC職員に対するHP監督指導に必要な研修を提供している。 

このように制度変更の移行期のため、オロミア州を含むエチオピアにおける保健活動全

般への住民参加の状況は若干の停滞が認められており、本プロジェクトにおいてもケアギ

バーのCC集会参加率などで目に見える達成度が得られていない。他方で、調査団の聞取調

査では妊産婦・授乳婦からCCやCHDなどの機会で母子栄養不良予防に関する多くの情報が

得られ、かつ実践しているとの声も聞かれたことから、現行システムの更なる運用強化が

求められる。これに関連し、コミュニティでのCBN活動維持・向上のために、本プロジェ

クトではWorHO/HEW主催の村レビュー会議の導入による運用強化への取り組みを行った。

レビュー会議が開催されればHDAのほぼ全員が参加している状況ではあるが、HEWがGMP

のためのアウトリーチ活動や他の保健活動のために多忙であるなどの理由により、四半期

ごとに開催できていない現状が認められる。HEWやHDAを中心としたCBN活動運用の維

持・強化に向け、今後も村レビュー会議は必要であるものと考えられることから、現行の

村レビュー会議のあり方について、現状に合わせた修正などの必要性が示唆される。 

CBNの行動変容モデルに関し、JICA短期専門家が派遣されCBNにかかわるBCC優良事例

集と実施手引書が作成された。今後、当該事例集はFMOHや国際機関等と共有するとともに、

現場レベルで活用できるよう、オロミア語に翻訳後HEWなどに配布される予定である。し

かしながら、同手引書に基づいたBCCの具体的な導入については、WorHOなどからのフォ

ローアップが必要であると考えられることから、ORHBやZHDで今後の展開に向けた計画が
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協議されることが望ましい。 

成果1の指標の達成度を以下に示す。 

【成果1】 

 子どもと妊産婦・授乳婦に栄養不良予防に向けた住民参加（活動）が推進される。 

指 標 達成状況 

1-1. 50％以上のケアギバーがコ

ミュニティでのセンシタイ

ゼーション・ワークショップ

に参加している。 

・ 2012年7月から12月の6ヵ月間で、2歳未満児のいる母親のCC集

会参加者数/2歳未満児数は対象県全体で34.5％（Arsi県：44.4％、

E/Shewa県：23.1％、Bale県：58.2％）である。 

・ ただし、2歳未満児が2人以上いる母親も存在することから、上

記の数値は過小評価の可能性があり、直接的に指標の目標値と

比較することはできない。また、指標の「ケアギバー」定義も

されておらず、子どものケアをする母親以外の家族が含まれる

か否かの情報はない。 

1-2. 95％以上のVCHW/HDAが定

期的な村レビュー会議に出

席している。 

・ 2012年度に実施されたコミュニティでのレビュー会議は、以下

のとおりである。 

－ 2012年度第1四半期：VCHWs/DAs8,877名を対象に10郡中7

郡（205村）で実施。 

－ 2012年度第2四半期：VCHWs/DAs6,082名を対象に6郡（144

村）で実施。 

－ 2012年度第3四半期：VCHWs/DAs5,506名を対象に4郡（132

村）で実施。 

－ 2012年度第4四半期：VCHWs/DAs7,169名を対象に7郡（168

村）で実施。 

・ 上記で開催されたレビュー会議へのVCHWあるいはHDAリーダ

ーの参加率は99.2％であり、指標の目標値を満たしている。しか

しながら、開催されない村があり（開催率：57.5％）、WorHOや

HEWの運営管理上の問題が示唆される。 

1-3. VCHWがCBN研修を受けて

いる（50世帯に1名）。 

・ 2010年度第4四半期までに、コミュニティのボランティア制度を

活用し、コミュニティから選出された4,079名（約50世帯に1名）

を対象にCBN研修を実施し、VCHWとして養成した。 

・ コミュニティでの保健活動はVCHWに代わりHDAを活用する

FMOHの決定を受けて、本プロジェクトでは2012年度第3・第4

四半期にかけて、HDAのリーダー7,118名中6,418名（約90％）を

対象にHEWがCBNオリエンテーションを実施した。 

1-4. 栄養不良予防に向けた効果

的なコミュニティ動員や行

動変容のためのBCCモデル

のための事例研究（報告書）

が作成されている。 

・ 2012年3月から6月末にかけて派遣されたJICA短期専門家主導

で、ORHBと共に、コミュニティにおける母子栄養にかかわる

コミュニケーションの実態調査と分析を行い、報告書

Communication Fact Findings and Analysisを作成した。現状分析結

果に基づいて、CBNにかかわるBCCの優良事例集Good Practices 

of BCC on CBNを作成した。また、現状分析や優良事例に基づい

て、効果的なBCCを行うための手引書Powered BCC Actionが作成

された。 

・ 終了時評価時点では、上述の優良事例集はオロミア語への翻訳

が最終校正段階である。協力期間終了までには、対象郡のHEW

に配布される予定である。 

・ また、上述の手引書はZHD及びWorHOに配布され、一部の

WorHOには本手引書の内容について本プロジェクトよりプレゼ

ンテーションを行っている。他方、当初は本手引書の有効性を
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検証するためパイロット導入試験の実施を想定していたが、プ

ロジェクト活動の優先度を考慮し、残りの期間での同試験実施

は行わないこととなった。 

 

2）成果2 

長期的な持続性、実現可能性については不確定であるが、終了時評価時点での成果2の達

成度は高い。 

 

本プロジェクトではZHD及びWorHOに13名のCBNマスタートレーナーを養成し、ほぼす

べてのHEWスーパーバイザーやHEWにCBN導入研修、リフレッシャー研修を実施したこと

により、対象地域内のHEWによるCBN実施能力は一定程度強化され、維持・向上されたも

のと考えられる。他方、2011年5月ごろにCBNも含むすべての保健関連活動の研修をIRTに

統合するFMOHの方針が発表された。IRTには母子栄養改善の項目は設定されていたがCBN

にかかわる内容が十分ではなかった。そのため、本プロジェクトではIRT研修モジュールに

CBNの内容が含まれるよう働きかけ及び協力を行った結果、IRTにもCBNの項目が含まれる

こととなった。これにより、協力期間終了後もHEWによるCBN活動に関する知識・技能が

維持されるメカニズムが構築されたといえるが、HEWによるコミュニティでの母子栄養不

良予防サービスの質を維持・向上していくためには、IRTそのものがORHBによって適切に

継続されていくことが必要である。 

上述のとおり、本プロジェクトの介入によってHEWはCBNに関する必要な知識と技能を

獲得したと考えられる。他方、2歳未満児のGMPについては本プロジェクトで養成した

VCHWが実施していたが、上述の制度移行（2012年度第2四半期）後はHEWが実施すること

となった（VCHWは「卒業」という形で、CBN活動からは離れている）。HEWはGMPを適

切に行うのに必要な知識・技能は有しているものの、HEWが担当するコミュニティは広範

囲（住民約5,000名程度をカバー）であり、日常の保健活動に加えGMPのアウトリーチ活動

を行うには大きな負担が伴っている。このため、GMP参加率は上昇傾向にあるものの、終

了時評価時点においても達成目標値の50％にはまだ到達していない。しかしながら、ある

WorHOでは本プロジェクトで養成したVCHWがHEWやHDAを側面支援することを推奨し

ており、その結果、同郡内のCC参加率やGMP実施率は他の地域と比較して非常に高い状況

にあることが確認された。また、CHDでは子どもの栄養不良スクリーニングを行っており、

その機会に栄養不良が認められた子どもはHPやHCでの治療、GMPでのフォローアップに結

びつけられており、コミュニティでの子どもの栄養不良抑制に大きく貢献しているものと

考えられる。妊産婦・授乳婦の栄養カウンセリングに関して、妊婦はANCの際に必要な栄

養カウンセリングを受けており、おおむねカバー率の目標値に達している。他方、自宅出

産が多い状況の下で体系的な産後健診（Post Natal Care：PNC）が存在しないことから、産

後の問題がない限りは授乳期の栄養カウンセリングを受ける機会はない。しかしながら、

GMPやCHD、CCの機会にHEWやHEWリーダーなどから栄養教育を受ける機会は確保され

ている。 

成果2の指標の達成度を以下に示す。 
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【成果2】 

 HEWによる子どもと妊産婦・授乳婦の栄養不良予防に向けた施策（活動）が強化される。 

指 標 達成状況 

2-1. 90％以上のHEWsがCBN研修

を受講している。 

・ マスタートレーナーは、対象郡のすべてのHEWスーパーバイザ

ー、HEWに対して以下のような導入研修、リフレッシャー研修

を提供した。 

－ 541名のHEWと45名のHEWスーパーバイザーにCBN導入

研修を実施した（2009年8月）。 

－ 529名のHEWと63名のHEWスーパーバイザーにCBNリフ

レッシャー研修を実施した（2010年8月）。 

－ 524名のHEWと61名のHEWスーパーバイザーにCBNリフ

レッシャー研修を実施した（2011年6月）。 

2-2. 50％以上の2歳未満児が毎月

の体重測定を受けている。 

・ 2011年第1四半期の対象10郡のGMP平均参加率は22％であった。

2012年7月から12月までの平均参加率は37.8％と上昇を認めた

が、目標値は満たしていない。 

2-3. 80％以上の妊産婦・授乳婦が

栄養カウンセリングを受け

ている。 

・ 対象県の妊産婦・授乳婦のうち妊娠期に栄養カウンセリングを

受けた割合は平均76.2％と目標値には達していないが、おおむね

満たしていると考えられる。 

・ 妊娠期にはANCで栄養カウンセリングを受ける機会があるが、

自宅出産が多く、産後の問題がなければHPやHCなどを訪問する

必要がないことから、授乳期に「カウンセリング」を受けるメ

カニズムは存在していない。 

・ 他方、妊娠期、授乳期ともに、CHDやHDAの会合などで栄養教

育を受ける機会は確保されている。 

 

3）成果3 

終了時評価時点での成果3の達成度は中程度である。 

 

HPでの治療が不可能な低体重児のほとんどがHCへリファーされていることが周辺情報

から示唆されている。また、HCでの治療後にはHPに経過報告を行うようHC及びHPそれぞ

れから指示が出ており、HPを訪問しない患者については村レビュー会議等で得られた情報

に基づき、HEWが家庭訪問するなど、客観的なデータは得られていないが、HP－HC間のリ

ファラル/フォローアップの状況はある程度は望ましい状況と推察される。ただし、本プロ

ジェクトでは当該活動に対し十分な投入ができておらず、CBN研修やTSSの間接的影響が部

分的に貢献したと考えられる。 

一方で、中間レビュー調査結果、本プロジェクトで実施した簡易評価（Rapid Referral 

Assessment）では、HCでのTFU設置状況が半数以下であること、設置されていても十分に

機能していないことなどが指摘されている。HCでのTFU設置は、エチオピア側の予算制約

などの理由もあり、中間レビュー以降も大幅な改善はみられていない。TFU設置が、HP－HC

間の連携強化に対し直接的に影響を及ぼすものではないものの、効果的なリファラル/フォ

ローアップ（またはカウンターリファラル）システムのためには、栄養不良患者に対する

適切な予防・治療サービスの提供は不可欠であり、引き続きエチオピア側のTFU設置への取

り組みが維持・強化されることが望ましい。 

また、HPでのCBN活動の質の維持のために、本プロジェクトではWorHO及びHCによる
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TSSを導入した。しかしながら、エチオピアのCBNに関する実施方針の変更に応じ、また、

将来的な持続性を担保するため、TSSをISSに統合することを関係者間で合意している。終

了時評価時点では、ISSにTSSのCBNの項目を反映させるための作業を行っている段階であ

り、協力期間終了までには同作業も完了する見込みである。他方で、エチオピア予算的制

約からISSが計画どおりの頻度で実施できていない状況も確認されており、今後の課題とし

て挙げられる。加えて、聞取調査では監督指導にチェックリストを用いて行われているこ

とが確認されたが、前回実施分のチェックリストを次回の監督指導時の履歴として活用で

きていないケースがあるなど、効果・効率的な支援型監督指導に向け、運用方法等につい

て改善の余地があることも確認されている。 

成果3の達成度を以下に示す。 

【成果3】 

 HPと医療施設（クリニック、HC、病院）間の連携が強化される。 

指 標 達成状況 

3-1. HPで合併症を伴う重度栄養

不良と特定された子どもの

90％以上が、医療施設にリフ

ァーされている8。 

・ 2012年7月～12月の間に、1,137名がGMP実施の際に、686名が

CHD時に行われた栄養不良スクリーニングで重度低体重と特定

された。ただし、この患者すべてがHCへ適切にリファーされた

かを示すデータは得られていない。 

・ これと同時期にHCで重度低体重と診断された子どもは1,914名

であった。ただし、その内訳として、リファーされた子どもか、

直接HCへ訪問してきた子どもかを示すデータは得られていな

い。 

・ GMPもしくはCHDの機会にHEWから重度低体重と特定された

子どもの合計数1,823名と、HCで重度低体重と診断された子ども

1,914名とが近似していることから、HPではおおむね適切に重度

低体重の子どもをHCへリファーしていることを示唆するもの

と考えられる。 

3-2. 85％以上のHPがHCや郡保健

局とリファーされた重度栄

養不良児への対応について

情報交換している。 

・ HPで重度低体重と特定された子どもをHCへリファーする際に

は、口頭もしくは簡単なメモにより特定時の情報をHCへ伝えて

いる。 

・ HCでの治療後のフォローアップ状況を示すデータは存在して

いないが、HCでの治療後にHPへ経過を報告するようHC及びHP

から指示が出されている。HCでの治療後にHPに報告がない場合

は、HEWが家庭訪問をするなど、フォローアップに努めている。

3-3. 95％以上のHEWがHCや郡保

健局から技術的監督指導を

受けている。 

・ 2012年第1・第2四半期に、WorHOまたはHCがHP全282カ所のう

ち232カ所（82.3％）に対しTSSを実施した。 

・ CBN活動に関し、VCHWに代わってHDAを活用するFMOHの方

針により、TSSチェックリストを大幅に見直す必要性が生じたた

め、2012年第3四半期以降のTSSは実施されていない。他方、将

来の持続性を考慮した場合、TSSを独立して行うよりも既存の

ISSにCBNの項目を追加することが有効と関係者間で合意した。

・ 終了時評価時点では、HP、HCともにISSによるモニタリング評

価、技術支援が実施されており、本プロジェクトは関係機関と

協力し、ISSにTSSのCBNの項目を反映する作業を進行中である。

                                                        
8 本プロジェクトでは、「リファーされる」を「HEWから上位の医療施設への照会・委託に関する適切な指示が子ども（家族）

に提供される」と定義している。 
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協力期間終了までに、同作業は完了する見込みである。 

・ 終了時評価時点でISSの実施状況を示すデータは得られていな

いが、予算的制約から計画どおりの頻度での実施は困難な場合

が多いことが聞取調査で確認されている。 

3-4. 80％以上のHCに所属する

（HEW）スーパーバイザーが

CBN研修を受けている。 

・ 2009年8月に45名（95.7％）のHEWスーパーバイザーを対象に

CBN研修を実施した。2010年8月には63名、2011年6月に61名の

HEWスーパーバイザーに対してリフレッシャー研修を実施し

ている。 

・ 2011年5月にFMOHの方針により、HEWスーパーバイザーだけで

なく、HCの全職員がHEWに対する監督指導を行うことになっ

た。これを受けて、本プロジェクトは全HC職員に対し、HEWの

CBN活動を監督指導するために必要な知識を付与するため、研

修「Gap-filling Training」を開始した。終了時評価時点までに405

名（55.6％）のHC職員に対して同研修を実施しており、協力期

間終了までに残りの対象者への研修は完了できる予定である。

 

4）成果4 

終了時評価での成果4の達成度は中程度である。 

 

本プロジェクトでは対象3県のZHD、10郡のWorHOより1名ずつ合計13名のCBNマスター

トレーナーを養成し、HCやHPへの研修を提供してきた。CBN研修がIRTへ統合されたこと

に伴い、ORHBはZHD、WorHOにIRTマスタートレーナーを養成し、IRT講師としての役割

を担っている。 

また本プロジェクトでは、CBNサービス提供に向けた質の高い行政機関の管理・指導能

力の向上のため、県・郡・村の各レベルでレビュー会議の開催を支援してきた。いずれの

レベルの会議においても、開催されれば関係者の参加率は高いものの、多忙さによる開催

日・出席者の調整、予算的制約などによって開催そのものが計画どおりにできていないケ

ースも多い。これらの要因は一朝一夕で解決することは困難であると思料されることから、

保健活動全般に係るレビュー会議等を既存のモニタリングメカニズムに統合するなど、効

率的なレビュー活動運営に係る検討の必要性が強く示唆される。また、サービスの質の維

持管理に関しては、成果3で示したとおりである。 

成果4の達成度を以下に示す。 

【Output 4成果4】 

 CBNのサービス提供強化に向けた州、県、郡レベルの（行政機関の管理・指導）能力が強化される。

指 標 達成状況 

4-1. 90％以上のORHB・ZHD・

WorHO、HC長などのC/Pが四

半期ごとのレビュー会議に

出席している。 

・ 2012年度は、ZHD主催のレビュー会議は、以下のとおりである。

－ 2012年度第1四半期：ORHB：2名、3ZHD：6名、10WorHO：

25名の計33名を対象に、プロジェクト対象3県合同レビュ

ー会議を実施。 

－ 2012年度第2四半期：アルシZHD：7名、4WorHO：12名の

計19名を対象に、アルシ県でレビュー会議を実施。 

－ 2012年度第3四半期：東ショアZHD：7名、4WorHO：15名

の計22名を対象に、東ショア県でレビュー会議を実施。

－ 2012年度第3四半期：バレZHD：4名、2WorHO：6名の計

10名を対象に、バレ県でレビュー会議を実施。 
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・ 上記で開催されたZHD主催のレビュー会議へのORHB及び

WorHOの関係者の参加率は、ほぼ100％であり、指標の目標値を

満たしている。 

・ しかしながら、開催数などは四半期ごとに計画している一方で、

開催率は多忙などの理由により50％（合同レビュー会議1回、各

県レビュー会議1回ずつの年2回のみ）と、運営管理上の問題が

示唆される。 

4-2. 95％以上のHCがWorHOから

の定期的な監督指導を受け

ている。 

・ 対象10郡のWorHOは対象48カ所のHC（100％）に対して、四半

期ごとの監督指導が計画されているが、WorHO予算の制約など

によりすべてのHCに四半期ごとの監督指導を実施できていな

い。 

・ 本指標は、第2回JCCで保健分野の監督指導の新体制に合わせる

形で修正された。しかしながら、指標の修正に合わせて、WorHO

がHCへの監督指導を支援するための具体的な本プロジェクト

活動が設定されておらず、本プロジェクトからの直接的な介入

はない。 

4-3. 90％以上のZHD・郡事務所が

CBNマスター研修を受けて

いる。 

・ 2009年7月に対象3県のZHDのMCHエキスパート3名と10郡の

WorHOのMCHエキスパート10名を対象にCBN研修のTOTを実

施し、計13名のCBNマスタートレーナーを養成した。 

・ 2011年5月ごろにCBNを含むすべての保健活動の研修がIRTに統

合されることになり、CBN研修を単独で実施することができな

くなった。他方、IRTにはCBNの内容が十分ではなかったため、

本プロジェクトがIRT教材にCBNの内容を含めるよう働きかけ

を行った結果、CBNの項目が含まれることとなった。 

・ 終了時評価時点では、ORHBがすべてのZHD及びWorHOにIRTマ

スタートレーナーを養成し、IRTマスタートレーナーがHEWを

指導している。CBNマスタートレーナーの一部はIRTマスタート

レーナーとなりHEWを指導している。 

 

5）成果5 

終了時評価時点での成果5の達成度は中程度である。 

 

本プロジェクトでは、マルチセクター連携活動のために短期専門家とローカルコンサル

タントを投入し、対象地域のうち2県において、女性グループによる小規模離乳食加工・販

売活動及び家庭菜園普及の導入・実施を行った。また、それぞれの活動について実施プロ

セスと活動結果を実施マニュアルとしてまとめるとともに、優良事例及び教訓について文

書化を行った。これら成果品について、2013年4月23日にワークショップを開催し、導入事

例はFMOHや連邦レベル及びオロミア州の農業セクター、水セクター関係者、他の国際開発

パートナー機関などと共有された。今後、協力期間終了までに、JICA専門家とORHBとの間

で、実施マニュアルや優良事例集の展開/普及について、郡/村レベルへの広報など具体的な

取り組みについて協議される予定である。 

他方、成果5では母子栄養改善に資するセクター間連携の「モデル化」をめざしていた。

しかしながら、本プロジェクトではJICA専門家の投入や予算、実施期間の制約から、限ら

れたパイロット村での試験的導入とその事例研究が文書化されるにとどまり、モデル化ま

では至っていない。終了時評価時点で作成されている実施マニュアルや優良事例集も、他
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の地域へ展開/普及していくうえで参考資料になり得る。しかし、NNPでも重視している母

子栄養改善に資するマルチセクター連携を戦略的に展開するには、この事例研究の導入を

更に積み重ね、モデルとして最終化することをめざす必要があることから、本件を念頭に

置いたうえで展開/普及方法について検討・議論されることが望ましい。 

【成果5】 

対象郡内の選択地域（モデルサイト）において、（母子栄養改善に資する）効果的なセクター間連

携モデルが示される。 

指 標 達成状況 

5-1. 効果的なセクター間連携モ

デルが開発され、文書化され

ている。 

・ Lume郡において2歳未満児の栄養向上を目的とした「補完食の

マーケットアプローチモデル」を実施した。コミュニティで利

用可能な食品を用いて母親グループが補完食加工・販売を行い、

得られた利益を基に補完食加工に必要な食品を購入するもので

ある。この活動に対し、郡農業事務所が農業普及員を活用した

販売促進や調理実習、栄養教育、マイクロファイナンス機関が

資金管理・運用、WorHOが食品衛生管理、HEWがGMPをそれぞ

れサポートした。 

・ Dodota郡では、住民のバランンスの取れた栄養摂取に向けて「食

の安定供給モデル」を実施した。バランスの取れた栄養摂取に

必要な野菜がマーケットを介さずにコミュニティで入手可能と

なるように家庭菜園の導入を行い、栽培された野菜が住民の食

事や2歳未満児の補完食に利用されることを目的としている。こ

の活動に対し、郡農業事務所が優良種子配布と栽培技術支援、

補完食の調理実習会開催、郡水事務所が栽培に必要な水の確保

をサポートした。 

・ さらにORHB及びZHDが、郡関係機関（WorHO、郡農業事務所、

郡水事務所、マイクロファイナンス機関、郡行政事務所等）と

共に、2村のパイロットサイトを訪問し、活動のモニタリングと

評価を実施した。 

・ 終了時評価時点では、モニタリング評価の結果を踏まえ、2つの

介入テーマについてそれぞれ「実施マニュアル」及び「優良事

例集（Good Practices）」を作成中であり、協力期間終了までに完

成する予定である。 

5-2. セクター間連携モデルの経

験がワークショップを通じ

てFMOHや国際機関と共有

されている。 

・ 上述（指標5-1）の導入事例は、2013年4月23日にワークショッ

プを開催し、FMOHや連邦レベル及びオロミア州の農業セクタ

ー、水セクター関係者、他の国際開発パートナー機関等と共有

された。 

・ これに加えて、2013年6月のNNP延長フェーズの政策文書の最終

化のための会議など、関係機関の会合等で事例研究結果の広報

を継続する予定である。 

5-3. 成功モデルの普及計画が立

案されている。 

・ 上述（指標5-2）のワークショップを通じ、導入事例について関

係者間の認識が高まった。JICA専門家とORHBとの間で、協力

期間終了までに、郡/村レベルへの広報など、他地域への展開/

普及に係る具体的な取り組みについて協議する予定である。 

 

 （3）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標の達成度は中程度である。 
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本プロジェクトでは、対象とするZHD、WorHOにCBNマスタートレーナーを養成し、ほぼ

すべてのHEWに対してCBNの導入研修やリフレッシャー研修を提供し、HEWなどの能力強化

が図られた。また、コミュニティボランティアをVCHWとして養成し、コミュニティでのCBN

活動を効果・効率的に実施する体制を構築した。この取り組みの結果、母子栄養改善に向け

た妊産婦/授乳婦の行動変容に関する指標1～5のうち、指標5を除いて終了時評価時点で達成さ

れている。なお、指標5が達成されなかった理由のひとつとして、鉄剤の安定供給にかかわる

外部条件が満たされなかったことによるものが考えられる。 

一方で、妊産婦・授乳婦の行動変容の直接的な原因は、HEWによる栄養指導やVCHW/HDA

を活用したCHD及びCCなどの活動に強く関連づけられ、これらの指標は本プロジェクト全体

の目標である行政的な管理・指導能力強化やリファラル/フォローアップシステム強化、母子

栄養改善に向けたマルチセクター連携などを含む、総合的な栄養不良予防サービス強化を表

現しているものではない。しかしながら、本プロジェクトはVCHWに代わってHDAをCBN活

動での主要なプレーヤーとするFMOHの方針に従い、HDAへのオリエンテーションの実施や

TSSの見直し（ISSへの統合）を行うとともに、CBNサービス提供の質の維持のため県、郡、

村レベルでのレビュー会議を導入・実施してきた。これにより、総合的な栄養不良予防サー

ビス強化を実現する準備は一定程度整えられたと考えられるが、終了時評価時点ではまだ

HDA制度への移行期であったことから、HDAを活用した保健活動の成果は目に見えるかたち

では認められなかった。ISSや各行政レベルでのレビュー会議など、CBNを含むコミュニティ

での保健活動の質の維持・向上に必要なメカニズムは存在しているが、これらが継続的かつ

効果的に機能するような運営体制の構築が今後の課題として整理される。 

プロジェクト目標に対する指標の達成度を以下に示す。 

【プロジェクト目標】 

 対象郡において、5歳未満児と妊産婦・授乳婦の栄養不良を低下させるためのコミュニティレベル

の予防サービスが強化される。 

指 標 達成状況 

項 目 

（Subjects） 

数値目標 

エンドライン調査 

（2013年2月） プロジェクト

2013年の 

NNP目標値 

（NNP2008）

1. 生後1時間以内に母乳を与えられた2歳未満児

の割合 
>60％ >90％ 

Average：71.0％ 

- Arsi;72.7％ 

- E/Shewa：71.4％ 

Bale：68.6％ 

2. 6カ月間完全母乳育児である乳児の割合 >50％ >60％ 

Average：63.5％ 

- Arsi：65.7％ 

- E/Shewa：60.3％ 

Bale：64.3％ 

3. 適切な時期に補完食を与えられた乳児の割合 >65％ >50％ 

Average：61.1％ 

- Arsi：60.0％ 

- E/Shewa：68.7％ 

Bale：53.0％ 

4. 少なくとも3食品群の食品を与えられた5歳未

満児の割合 
>15％ NA 

Average：49.8％ 

- Arsi：48.5％ 

- E/Shewa：43.0％ 
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Bale：60.2％ 

5. 非妊娠期・授乳期より食糧摂取量が増加してい

る妊産婦・授乳婦の割合 
>30％ NA 

Average：18.2％ 

- Arsi：20.0％ 

- E/Shewa：10.0％ 

Bale：26.7％ 

6. 鉄剤を摂取する妊産婦の割合 >60％ >52％ 

Average：31.2％ 

- Arsi：23.6％ 

- E/Shewa：36.1％ 

Bale：29.5％ 

7. HEWs/VCHW/DAから栄養に関する情報を受け

たケアギバーの割合 
>80％ NA 

Average：87.1％ 

- Arsi：86.0％ 

- E/Shewa：88.8％ 

Bale：87.1％ 

 

 （4）上位目標の達成度見込み 

上位目標の達成度見込みは一定程度見込めるが、それを確かにするためには、栄養不良抑

制のためのサービスを維持・向上させるメカニズムの強化が必要である。 

 

プロジェクト目標の達成度の項で、本プロジェクトにより強化されたHEWなどのサービ

ス・プロバイダーの能力強化、HDAを核としたコミュニティでのCBN活動が強化されたこと

により、妊産婦・授乳婦の栄養不良抑制に向けた行動変容が確認されており、将来の更なる

向上が一定程度見込まれる。ただし、行動変容を維持・促進するためには栄養不良抑制のた

めのサービスの質の維持、向上が必要であり、モニタリング評価や母子栄養にかかわる保健

人材の継続研修のメカニズムが一層強化されることが必要である。 

他方、妊産婦・授乳婦及び5歳未満児の栄養不良に関するデータが、行動変容の結果として

改善するには一定の期間を要することから、通常は終了時評価時点では目に見えるデータの

改善は認められない場合が多い。しかしながら、指標1、指標4については終了時評価時点で

既に本プロジェクトの目標値に到達している。NNPの目標値と比較しても同様の傾向が得ら

れていることから、これらの指標は上位目標の達成目標として妥当性が失われている。NNP

は2015年までの延長が決定しており、2013年6月ごろに2015年の新たな目標値が公開される予

定である。本プロジェクトはNNPの新しい目標値を踏まえ、栄養不良である妊産婦・授乳婦

の割合が減少することに関する望ましい状態を考慮して、協力期間終了までに指標の見直し

を行うことが勧められる。 

上位に対する指標の現在の達成度を以下に示す。 

【上位目標】 

 （プロジェクト）対象郡において、栄養不良である5歳未満児と妊産婦・授乳婦の割合が減少する。

指 標 

達成状況 

オロミア州における 

2013年の目標値 

エンドライン調査 

（2013年2月） 

1. 年齢相応体重Zスコアが-2未満の5歳未満児の

割合が30％以下となる。 
30％ 21.7％ 

2. 年齢相応身長Zスコアが-2未満の5歳未満児の

割合が36％以下となる。 
40％ 40.3％ 
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3. 身長相応体重Zスコアが-2未満の5歳未満児の

割合が9％以下となる。 
5％ 10.2％ 

4. BMIが18.5未満の母親の割合が21％以下とな

る。 
NA 20.3％ 

5. 貧血である妊婦の割合が22％以下となる。 NA No Data 

 

３－３ 実施プロセスの検証 

 （1）プロジェクト活動の進捗 

プロジェクト活動は活動計画（PO）に沿って実施されたが、いくつかの内部・外部条件に

よってその進捗に影響が生じた。特に、CBNを含むコミュニティでの保健活動はHDAを活用

する正式決定文書が2012年度第2四半期ごろに発効されたことに伴い、本プロジェクトが重要

な活動の一部としていたVCHWの新たな養成や再研修を中止せざるを得なくなり、代わりに

HEWリーダーに対するコミュニティ動員等に関するオリエンテーションを実施したり、支援

型監督指導に関する本プロジェクト活動の見直しを行うなど、予定していた活動の進捗に大

きな影響が生じた。また、CBN活動にかかわる人材育成についても、当初本プロジェクトで

行っていたCBN研修はIRTに統合されることとなり、本プロジェクトの介入は限定的なものと

なった。このような制度移行に伴い、プロジェクト活動だけでなく、コミュニティでのCBN

活動も停滞するといった影響がみられた。 

このような方針・制度変更は、本プロジェクトで当初計画していた活動や成果創出に大き

な影響を与えたが、制度移行後の円滑なCBN活動実施に向け計画を修正し活動してきたこと

は、NNPに沿って実施している本プロジェクトの特性を勘案すると、エチオピアの母子栄養

にかかわる中心問題を解決するために適切に対応していたものと捉えることができる。 

他方で、本プロジェクトでは2度のチーフアドバイザー（JICA専門家）の交代があった。5

年間の長期のプロジェクトであることから交代そのものは不可避であるものの、チーフアド

バイザー不在期間が生じたり、十分な引き継ぎ業務ができないなど、プロジェクト活動の円

滑な進捗に若干の影響が生じている。 

 

 （2）プロジェクトマネジメント 

本プロジェクト開始後、PDMは指標の数値目標の設定や本プロジェクトをとりまく現状に

則した必要な改訂が実施され、それぞれJCCにおいて承認されている。特に、2011年7月から8

月にかけて実施された中間レビューでは、上述したFMOHのコミュニティでの保健活動に関す

る方針の変更に合わせた活動や指標の修正が行われている。また、2010年3月の第1回JCC、2012

年12月の第4回JCCの際にもJICA本部より運営指導調査団が派遣され、プロジェクト活動の進

捗や成果創出状況のモニタリングや上述の制度移行への対応に関するアドバイスが適切にな

されている。 

しかしながら、終了時評価調査団はPDMに示されるプロジェクト活動や成果指標に曖昧な

表現がなされているものを幾つか確認している（「成果の達成度」を参照）。本件は中間レビ

ュー時にも指摘され、PDMの修正も行われてはいるが、終了時評価時点でも同様の問題が確

認された。PDMはプロジェクトの枠組みを示しているだけでなく、関係者による共通認識を

得るためのスプレッドシートである。成果達成に向けたプロジェクト活動の実施は進捗管理

に、指標は成果創出状況の管理に重要であることから、PDMに基づくプロジェクト管理を行
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ううえで若干の混乱を惹起したものと考えられる。また、成果やプロジェクト目標の達成度

は、協力期間終了までに指標が満たされるかを確認することにより評価される。プロジェク

トの介入効果測定やプロジェクト活動と成果の因果関係の確認を行うには、ベースライン調

査、ミッドライン調査、エンドライン調査の比較試験による傾向分析を行う必要がある。そ

のためには各調査条件の同一性やデータの信頼性が担保されている必要があるが、終了時評

価時点ではベースライン調査、ミッドライン調査に条件の同一性やデータの信頼性に問題が

確認されたため、それら調査結果を今次評価の分析に使用できなかった。 

他方、2010年3月の運営指導調査以降、JICA専門家とORHBの間で月例会議が開始され、プ

ロジェクトのモニタリングや管理上の課題について協議されてきた。これに加え、チーフア

ドバイザーは四半期ごとの活動計画を立案し、エチオピア側プロジェクトマネジャー及び

ORHB栄養部門と協議し、活動概要を決定している。その後、ZHD及びWorHOと活動概要を共

有し、詳細な活動日程などを策定している。プロジェクト活動のモニタリングについては、

プロジェクトスタッフ（フィールドアシスタント及びローカルコンサルタント）がフィール

ドレベルの活動を取りまとめ、郡レベルのC/Pと共に活動進捗のモニタリングを行うことによ

り、ほぼPOどおりのスケジュールで活動が実施されている。 

また、C/PによるCBN活動のモニタリングは、本プロジェクトの支援の下、県、郡、村のそ

れぞれのレベルで実施されるレビュー会議により行われている。いずれのレビュー会議でも

関係者の参加率はほぼ100％であったが、さまざまな内外の要因により定期的な開催がなされ

ていなかった。今後は長期的な持続性を念頭に、効果・効率的な現場レベルのモニタリング

活動に向け、関係者間でレビュー会議のあり方や実施方法などについて検討・協議すること

が求められる。 

 

 （3）関係者間のコミュニケーション 

中間レビュー以降、JCCや上述のレビュー会議などの開催を通し、JICA専門家やORHB、そ

の他関係機関間のコミュニケーションに向上が認められた。そのほかにも、プロジェクト実

施上の課題や協議事項が発生した場合には、その都度協議がなされている。 

 

 （4）オーナーシップ及び自主性 

エチオピア側C/P機関では、人材や予算的制約などによりプロジェクト活動に十分なコミッ

トメントが示されず、幾つかの活動はJICA専門家が主導して実施されてきた。しかしながら、

FMOHはミレニアム開発目標（MDGs）の最終年である2015年に向けて、CBNを含む母子栄養

改善に向けた取り組みを強化することを表明している。ORHBもプロジェクト終了後は予算措

置も含めて、活動を維持する旨の意思が示されていることから、一定程度のオーナーシップ

が見込めるものと考えられる。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は終了時評価時点で高く維持されている。 

 

 （1）エチオピアにおける保健政策とプロジェクト目標の一致性 

中間レビューでも確認されたとおり、エチオピアFMOHは、保健セクター開発プログラム

（HSDP）-IV（2010/11-20014/15）において、MDGsの目標である「乳幼児死亡率の低下」及

び「妊産婦の健康改善」に向けた母子栄養改善を重視している。また、エチオピア政府は

NNP2008-2013をMDGs最終年である2015年まで延長し、母子栄養改善に向けた取り組みをよ

り強化するとともに、NNPの着実な実施に向けたマルチセクター連携やサービス・プロバイ

ダーの人材能力強化、行政機関の監督機能強化を行うこととしている。さらに、HSDPの具体

的施策となる保健サービス普及プログラム（Health Extension Program：HEP）では、HEWを核

とした住民の健康に対する意識向上と行動変容、住民の組織化と動員を通して住民参加を強

化するとともに、コミュニティと医療施設との間のギャップの改善による保健サービスのア

クセス向上をめざしている。FMOHはCBNを上述した取り組みを網羅する概念と認識しており、

HEWや母子栄養改善にかかわる保健人材の能力強化や行政管理能力強化、HP－医療施設間の

連携強化、マルチセクター連携の事例研究を通して、妊産婦・授乳婦及び子どもに対する栄

養不良予防サービス強化をめざす本プロジェクトはNNPを直接支援するものであり、エチオ

ピア保健政策、栄養政策との一致性は極めて高く維持されていることが確認された。 

 

 （2）ターゲットグループのニーズとプロジェクト目標の一致性 

上述のとおりFMOHはHEPの下、コミュニティでの保健サービスの向上のため、2007年より

HPの建設と並行しHEWの養成を強化してきた。これに加え、特に母子保健サービス向上を重

視した住民参加、健康的な生活習慣を促進するため、2010/2011年よりHDAの組織化・動員を

進めており、終了時評価時点では機能的なHDA体制の確立を最優先課題としている。 

本プロジェクトは、協力期間前半では当時のエチオピア保健システムに沿ってHEWと

VCHWを中心としたCBN活動の強化を進めてきたが、中間レビュー時点ではVCHWに代わっ

てHDAがコミュニティ動員を支援する保健サービス体制を構築するエチオピア政府の方針に

従い、VCHWとHDAが協力して活動する方向を模索していた。しかしながら、その後、CBN

を含むコミュニティでの保健活動にはHDAを活用するとの正式決定がなされたことを受け、

本プロジェクトではHDAリーダーへのCBNオリエンテーションの実施や定期的なレビュー会

議への巻き込み、また、卒業するVCHWに感謝状を贈るなど、制度移行の支援を効果的に実

施してきた。 

このように、本プロジェクトは現場レベルのCBN強化に向けてHEWやVCHW、HDAリーダ

ーの能力強化を一貫して行ってきた。特に制度移行に伴うコミュニティでの保健活動の円滑

な引き継ぎ、新体制の導入を実現させるための直接支援を行ったことは、政策的ニーズだけ

でなく、現場レベルにおける保健サービス・プロバイダーのニーズにも応えるものである。 
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 （3）日本の援助方針とプロジェクト目標の一致性 

2010年9月に日本政府が発表した「国際保健政策2011-2015」において、「国際保健（グロー

バルヘルス）におけるわが国の貢献を外交戦略の一部として位置づけ、「人間の安全保障」の

実現を通じたミレニアム開発目標（MDGs）達成のため、その課題（ボトルネック）解決に焦

点を当てた効果的・効率的な支援を実践する」とのビジョンを示し、「乳幼児死亡の削減

（MDG4）」と「妊産婦の健康改善（MDG5）」に係る母子保健を同政策の重点分野に位置づけ

ている。また、その具体的な支援策として、コミュニティ・ベースと施設ベースの予防及び

治療ケアの強化、革新的戦略の導入を通じたコミュニティと施設をつなぐシステムの強化、

及び乳幼児死亡率削減のための効果の高い保健施策の拡大を実施するとしている。本プロジ

ェクトでは妊産婦・授乳婦と5歳未満児の栄養不良抑制に向けてコミュニティ・ベースの栄養

改善活動を促進することをプロジェクト目標としており、その達成に向けてHP－医療施設間の

連携強化を成果のひとつとしている。また、上述のとおりエチオピアのコミュニティでの母

子保健サービスシステム強化に向けた制度移行を本プロジェクトは直接支援しており、わが

国の国際保健政策との一致性は高い。 

 

 （4）実施方法の適切性 

1）母子の栄養不良予防サービス強化のアプローチとしてCBNを選択した適切性 

2015年までのMDG4及びMDG5達成に向けて、母子の感染症やその原因となる栄養不良を

抑制することが必要である。エチオピアにおいては、特に地方部の住民が母子栄養やその

サービスに関する知識を獲得する機会が限定的であり、HEWやVCHW/HDAを中心とした妊

産婦・授乳婦やケアギバーの知識・意識・態度・行動を変容するための体制整備が強く求

められていた。したがって、妊産婦・授乳婦及び5歳未満児の栄養不良抑制に向けたCBN活

動強化をめざす本プロジェクトの支援アプローチの適切性は高い。 

 

2）社会的配慮 

現場の医療従事者は英語の理解が十分でない場合があり、研修ではC/Pを講師としたオロ

ミア語での講義を実施したり、同言語での教材を作成するなど、配慮を行っている。 

 

４－２ 有効性 

終了時評価時点での本プロジェクトの有効性はおおむね高いと考えられるが、有効性維持のた

めのメカニズムをより強化する必要がある。 

 

 （1）プロジェクト目標の達成度 

「プロジェクト目標の達成度」で示したとおり、本プロジェクトでは、対象とするZHD、

WorHOにCBNマスタートレーナーを養成し、ほぼすべてのHEWに対してCBNの導入研修やリ

フレッシャー研修を提供し、能力強化が図られた。また、コミュニティボランティアをVCHW

として養成し、コミュニティでのCBN活動を効果・効率的に実施する体制を構築した。コミ

ュニティでの保健活動については、VCHWからHDAを活用する制度移行が行われたことで、

本プロジェクトもHDAリーダーに対するオリエンテーション実施やCBNにかかわる研修、支

援型監督指導の方法を見直すことで対応し、制度の円滑な移行に貢献した。このような取り
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組みの結果、母子栄養改善についての妊産婦/授乳婦の行動変容に関する指標は、終了時評価

時点でおおむね達成されている。 

他方、プロジェクトの有効性は「成果達成の結果としてプロジェクト目標が達成した」と

いう因果関係が成立していることが必要である。栄養不良予防に向けた住民参加の推進（成

果1）とHEWによる栄養不良予防活動の強化（成果2）によって妊産婦・授乳婦の栄養不良予

防にかかわる行動変容（プロジェクト目標の指標）は実現しているものの、本プロジェクト

の介入の成果としてのリファラル/フォローアップ（カウンターリファラル）システム（成果3）

が体系的に整備されたとはいえない。また、支援型監督指導（TSS→ISS）や人材育成のメカ

ニズム（CBN研修→IRT）、各行政レベルでのレビュー会議などによる行政管理能力強化（成

果4）は基礎的体制が整備されたといえるものの、コミュニティでの保健サービスにかかわる

体制変更の移行期であることもあり、サービスの質の維持のためのメカニズムが効果的に機

能している段階には至っていない。また、栄養不良予防のためのマルチセクター連携モデル

の構築（成果5）についても、事例研究としての成果は得られているものの、実行可能性が担

保される「モデル」が確立された状態にはない。さらに、制度変更によってGMPの実施主体

がVCHWからHEWに移譲されたことに伴い、CBN以外のコミュニティでの医療サービスを担

当するHEWの業務量が増加したこともあり、GMP実施率（成果2の指標のひとつ）はいまだ

37.8％である。 

このように、本プロジェクトの取り組みにより母子の栄養改善に対する妊産婦/授乳婦の行

動変容が得られている（プロジェクト目標の指標がおおむね満たされている）ことから有効

性はおおむね高いと判断されるが、栄養不良予防サービスの質の維持のためのメカニズムの

更なる質的・量的向上が必要であり、HEWの業務の効率化、マルチセクター連携のモデル化

などが今後の課題として整理される。 

 

 （2）プロジェクト目標達成のための外部条件 

1）「本プロジェクトで研修を受けたHEWのほとんどが退職しない」の状況 

オロミア州を含むエチオピアの医療従事者の異動・離職率は比較的高く、一部の郡では

本プロジェクトで研修を提供したHEWの異動・離職が多く認められた。また、HPは原則

HEW2名体制であるが、一部のHPではHEWの欠員が認められている。このためGMP実施率

などの一部の成果目標達成に影響が生じたと考えるが、プロジェクト目標達成に致命的な

影響を及ぼすには至っていない。この課題については本プロジェクトの持続性に影響を及

ぼす可能性があることから、詳細は「持続性」の項で検討する。 

 

2）「駆虫薬及び微量元素製剤（鉄/ビタミンA）がHPに安定的に供給される」の状況 

幾つかの郡のHPでは、2011年に長期間にわたり鉄剤が欠品していた。このことによりHP

での妊産婦に対する貧血予防/治療サービスが適切に実施されず、プロジェクト目標測定の

ための指標5の達成に影響を及ぼしている。ただし、エチオピアや州レベルでの鉄剤調達は

十分量がなされていることが聞取調査で確認されていることから、医薬品ロジスティクス

に関する管理上の問題の存在が示唆される。また、2012年には駆虫薬の遅配も発生してい

る。 
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 （3）有効性への促進要因 

① 2011年7～8月実施の中間レビュー調査において、コミュニティレベルのCBN活動が停滞

していることが指摘されたことを受け、郡以下のCBN活動を強化することを目的として

2011年8月より郡レビュー会議の支援が開始された。郡レビュー会議の関係者（ZHD、

WorHO、HEW）の参加率はほぼ100％であり、活動のモニタリング評価に貢献したものと

考えられ、有効性への促進要因として整理できる。一方で、さまざまな要因により定期

的な開催がなされていない場合もあることから、今後の継続性を担保することが今後の

課題として整理される。 

② 本プロジェクトでは、上述の制度移行に対してプロジェクト活動の見直しを行うなどの

迅速な対応を取った。指標の達成度などの目に見える改善は確認されていないものの、

終了時評価時点ではCBN活動の大幅な停滞が回避されたものと考えられる。したがって、

エチオピア側の政策変更に対する迅速な対応は有効性への貢献要因と考えられる。 

 

 （4）有効性に対する阻害要因 

上述の外部条件の検証で示したC/Pの離職・異動、鉄剤や駆虫剤の供給にかかわる問題は、

有効性に対する阻害要因として整理できる。 

また、WorHO及びHCによるISSについても、エチオピア側の予算的制約により計画どおり

の頻度で実施されていないことも、成果達成への阻害要因として認識される。 

 

４－３ 効率性 

幾つかの内部及び外部条件により本プロジェクトの円滑な実施が阻害されたため、効率性は限

定的である。 

 

 （1）プロジェクト活動の進捗 

本プロジェクトではCBN活動の強化に向けて、協力期間前半でコミュニティのボランティ

アに対してCBN研修を提供し、4,079名をVCHWとして養成した。また、ZHD、WorHOのMCH

エキスパート13名へTOTを実施しCBNマスタートレーナーを養成した。また、同マスタート

レーナーは本プロジェクト対象地域のほぼすべてのHEWにCBN導入研修と定期的なリフレッ

シャー研修を提供し、能力強化を図ってきた。しかしながら、2010/2011年にFMOHがCBN活

動を含むコミュニティでの保健活動をHDAが行うよう政策決定がなされたことで、本プロジ

ェクトはHDAリーダーに対するオリエンテーションの実施やTSSのISSへの統合、IRTへのCBN

の項目の組み込みなどの活動計画の変更を行い、円滑な制度移行を支援してきた。本プロジ

ェクトのこのような対応によって本プロジェクトの成果や目標達成に致命的な影響は回避さ

れ、終了時評価時点でCBNによる母子栄養不良予防に一定の成果を上げている。 

一方で、VCHWの養成やCBN研修、TSSなどの協力期間前半で行った主要な活動が、終了時

評価時点及び将来のエチオピアにおけるCBN活動を通した母子栄養改善に及ぼす影響は限定

的となっており、本プロジェクトへの投入が成果や本プロジェクト目標へ転化されたかとい

う観点からは、本プロジェクトの効率性を大きく損ねたと考えられる。しかしながら、ある

村ではいまだにVCHWがCommunity Health PromoterとしてHEWやHDAのCBN活動を側面支援

しており、GMP参加率などについて他の村を大きく上回っていることが確認されていること
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からも、本プロジェクトで養成した人材を効率的に活用する方策の検討がなされることを期

待したい。 

プロジェクト目標は住民の行動変容を導くことであり、そのためには異なるレベルのC/P機

関に対しきめ細かな技術移転を考慮した活動が求められる。この点はJICA技術協力の強みで

あるが、本プロジェクトの全体的なデザインを考慮した場合、緻密な活動を実施するには対

象地域が広範囲であり、活動内容も多岐にわたっていたことから、プロジェクトデザインに

対して計画されていたJICA専門家（特に長期専門家）の投入量がやや低かったと考えられた。

そのため、HPとHC間の連携強化（成果4の一部）や、CBNのためのBCCモデル及びマルチセ

クター連携モデルの構築（成果1の一部と成果5）に十分な時間的・人的投入ができなかった。

本プロジェクトでは活動の優先順位を検討し、プロジェクト目標達成に向けて効率的な活動

を進めるよう配慮されていた。 

 

 （2）提供された資機材及び研修機会などの有効活用 

IEC教材や栄養バランスに関する教育/啓発用ポスターカレンダーなどの本プロジェクトで

開発した資材類は、HEWによりCBN活動に有効活用されている。また、BCC及び2つのマルチ

セクター連携に係る優良事例集は終了時評価時点では最終校正の段階である。これらを効果

的にCBN活動に活用していくために、本プロジェクトは終了までに関係機関と協議すること

が求められる。 

本プロジェクトでは11名のC/Pに対し本邦研修の機会を提供し、CBNや栄養政策/プログラム

管理などの能力強化を行った。研修を通して得られた知識や技能をプロジェクト活動に活用

することが期待されるが、終了時評価時点でプロジェクトC/Pとして在職しているのは11名中

5名のみであり、本邦研修による成果達成への貢献度はやや限定的となった。 

また、本プロジェクトでは、TFUが設置されているHCに対し、HPへのモニタリング活動用

としてオートバイ11台を供与したが、終了時評価時点では10台が故障で稼働しておらず、プ

ロジェクト投入がプロジェクト活動の実施に貢献していないことが確認されている。供与し

たオートバイの整備、保険料など維持にかかわる経費負担はエチオピア側が行うことになっ

ており、中間レビュー調査団からも機材の維持管理に関する提言がなされていたが、スペア

パーツ購入などのメンテナンス経費がエチオピア側の予算的制約により負担できない状況に

あった。 

 

 （3）既存リソースとの連携 

NNP全体の技術的な問題を討議する場として、保健省が中心となって組織しているTechnical 

Working Groupと、NNPを支援する開発パートナー機関が中心となって組織しているNutrition 

Development Partners Meetingとが定期的に開催されており、本プロジェクトも積極的にこれか

らの会合に参加し、エチオピア全体的な栄養分野の援助動向を把握するとともに、本プロジ

ェクトの経験や教訓などの情報について随時共有している。2011年6月には、「世界銀行によ

るエチオピア国家栄養計画/戦略における進捗監督ミッション」にJICAエチオピア事務所の担

当者と共に出席し、本プロジェクトのこれまでの進捗や今後の方針について意見交換した。 

本プロジェクトでは、他の開発パートナー機関が作成した既存の研修マニュアルや教材を

参考にし、地域の実情に応じて改良を加えることによって、CBN研修の内容や実施プロセス
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を作成した。また、ORHBが実施する類似研修（TFUやデータ管理等など）に研修生を送るな

ど、研修の効率性を高めるような連携がなされた。 

 

 （4）効率性に対する促進要因 

上述のとおりエチオピア側の政策変更によってプロジェクトで開発したTSSはISSへ統合さ

れ、CBN研修もIRTに統合することとなっている。終了時評価時点でこれらの活動に係る投入

が成果達成に直接的に貢献してはいないが、ISSやIRTが今後適切に継続されれば、統合した

ことでむしろ効率的な監督指導や人材育成が期待できる。現在は予算的制約などから計画ど

おりの頻度で行われていないため、エチオピア側による適正な運用が強く求められる。 

 

 （5）効率性に対する阻害要因 

上述のとおり、コミュニティにおける保健活動に関するFMOHの政策変更は、本プロジェク

トの効率性を阻害する要因となった。また、C/Pに対する本邦研修やオートバイなどの投入が

適正に成果へ転化されていない状況も効率性の阻害要因として整理される。 

 

４－４ インパクト 

本プロジェクトの実施によって、以下に示す正負のインパクトが確認または期待されている。 

 

 （1）上位目標の達成の可能性 

本プロジェクトでは、「（プロジェクト）対象郡において、栄養不良である5歳未満児と妊産

婦・授乳婦の割合が減少する」ことをプロジェクト終了後3年から5年以内に達成すべき上位

目標としている。本プロジェクトを通して、HEWなどのサービス・プロバイダーの能力が強

化され、HDA及びHEWを核としたコミュニティでのCBN活動が強化されたことより、終了時

評価時点で妊産婦・授乳婦の栄養不良抑制に向けた行動変容が確認されている。このことか

ら、現在のCBN活動が適切に維持されれば妊産婦・授乳婦の行動変容の結果として、妊産婦・

授乳婦及び子どもの栄養不良が減少する可能性は大いに期待できる。ただし、行動変容を維

持・促進するためには栄養不良抑制のためのサービスの質の維持、向上が必要であり、モニ

タリング評価や母子栄養にかかわる保健人材養成のための継続的な研修のメカニズムが一層

強化されることが必要である（サービスの維持・向上のためのメカニズムの強化については、

次項「４－５ 持続性」で検討する）。これに加え、本プロジェクトで十分な介入ができなか

ったリファラル/フォローアップ（カウンターリファラル）システムの強化や、マルチセクタ

ー連携のモデル化も上位目標達成のための今後の課題として整理される。 

なお、本プロジェクトの上位目標として、「プロジェクトの対象地域の」母子の栄養不良の

改善をターゲットに設定しているが、ORHBを主要なC/P機関としてNNPに沿って進められた

本プロジェクトは、少なくともオロミア州内の非対象地域への拡大を想定した上位目標を設

定することが期待されるものである。これに関連し、「妥当性」の項でも述べたとおり、FMOH

はMDG4及びMDG5の達成に向けてNNPを2015年まで延長し引き続き強化していくことから、

協力期間終了後もエチオピア側によって本プロジェクトの成果・経験が他地域に普及されて

いくことも一定程度期待できる。本プロジェクトは、協力期間終了までに、本プロジェクト

が主体的に支援しているCBN活動項目を整理したうえで適切にORHBに移譲するとともにプ
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ロジェクト成果及び経験の普及に向けた具体的な道筋について協議し、関係機関とも共有す

ることが求められる。 

 

 （2）上位目標への外部条件 

1）「大規模な感染症の流行や突発的な食料不足が起こらない」の発現見込み 

本プロジェクトの実施期間中に、プロジェクト目標の達成に影響するような大規模な感

染症の流行や食料不足は発生しなかった。しかしながら、エチオピアや周辺国ではこれら

事象が発生する可能性は否定できないことから、協力期間終了後も引き続きエチオピア側

によってモニタリングされる必要があるとともに、発生した場合の迅速な対応についての

備えを検討しておくことが望ましい。 

 

2）「ターゲット補助食品の供給がTSFプログラム（ターゲット補助食品配布プログラム）の

対象地域でカバーされる」の発現見込み 

一時的な停滞はあったものの、協力期間を通してプロジェクト対象地域内のHCやHPへの

ターゲット補助食品の供給は継続された。TSFプログラムは世界銀行や国連児童基金

（United Nations Children’s Fund：UNICEF）によって支援されており、協力期間終了後も本

外部条件は満たされる見込みは高い。 

 

 （3）その他の正のインパクト 

1）本プロジェクトの経験に基づいたISS及びIRTへのCBNに関する項目の追加 

ISSチェックリストにTSSの経験に基づいたCBNモニタリングのための項目を追加するこ

とが関係者間で合意された。終了時評価時点ではISSチェックリスト改訂の作業中であるが、

協力期間終了までには作業終了する見込みである。ISSはオロミア州内で共通して使用され

ることから、プロジェクト非対象地域でのCBN活動の質の管理に正のインパクトをもたら

すことが期待できる。 

同様に、CBNなどの個別テーマの研修をIRTに統合するFMOHの方針に従い、本プロジェ

クトはIRT研修モジュールへCBNの項目を追加するよう働きかけ、終了時評価時点で追加さ

れている。IRTはオロミア州だけでなくエチオピア全土での研修に採用されていることから、

本プロジェクトを通してエチオピアのCBNにかかわる人材育成に一定程度の正のインパク

トをもたらしたと考えられる。 

 

2）CHDの機会を活用した子どもの栄養不良スクリーニング 

本プロジェクトはHEWによる毎月の子どものGMPとCHDの開催を支援してきた。HEWは

CHDの機会を活用して5歳未満児と妊婦の栄養不良スクリーニングを行っており、重度栄養

不良が認められた子どもと妊婦はその後の定期的な体重モニタリングにつなげられている。

本プロジェクトはCHD開催経費の一部を支援しているが子どもの栄養不良スクリーニングに

ついて直接支援していないため、この点に関しては間接的な正のインパクトと整理できる。 

 

3）他の開発パートナー機関の活動への貢献 

2010年末には、世界銀行及びUNICEFのCBN担当者がプロジェクト対象サイトを訪問し、
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本プロジェクトが本来のCBNに含まれていない独自要素として取り組むTSSやマルチセク

ター連携支援を視察した。本プロジェクトの経験を各機関のプロジェクトに活用している。 

 

 （4）その他の負のインパクト 

本プロジェクトの活動が原因となる負のインパクトは、終了時評価時点で特に確認されて

いない。 

 

４－５ 持続性 

終了時評価時点での本プロジェクトの持続性は比較的高い。 

 

 （1）政策的、制度的側面 

これまで述べてきたとおり、FMOHはMDG4及びMDG5の達成に向けて、NNPを2015年まで

延長し引き続き強化することを表明していることから、CBNを通した母子栄養不良予防サー

ビス強化への政策的、制度的持続性は高いと考えられる。 

他方、プロジェクトではCBN活動の効果的なモニタリングシステムとして県以下の行政単

位でそれぞれレビュー会議の実施を支援してきた。しかしながら、これらのレビュー会議は

CBNに特化したモニタリングシステムとしてプロジェクトにより導入支援がなされたもので

ある。いずれのレビュー会議も開催されれば関係者の参加率はほぼ100％であるが、さまざま

な要因により会議そのものが定期的に開催できていない。これに対し、エチオピアでは保健

分野のさまざまな取り組みを広く取り扱う包括的なレビュー会議が四半期ごとに開催されて

いることから、レビュー会議開催の効率性や持続性の観点からも、包括的な既存のレビュー

会議への統合も視野に入れ、今後のCBNに特化したレビュー会議のあり方を関係者間で協

議・検討することが望ましい。 

 

 （2）財政的側面 

上述のとおり、FMOHは2015年までのNNPの延長と活動の強化・拡大を表明しており、2013

年6月にはNNPの改訂内容や新たな達成目標（値）が関係機関に公表される見込みであり、こ

れに合わせて、FMOHと開発パートナー機関等との間で、NNP延長期間の活動に関する財政支

援についても協議が開始される見込みである。近年のエチオピアの保健指標は大きく改善し

ており、開発パートナー機関の財政支援も拡大傾向にある。FMOHはMDGs達成に向けた効

果・効率的な活動実施と資金運用、成果管理を行うために、「1つの計画（One Plan）」「1つの

予算（One Budget）」「1つの報告（One Report）」を原則とした関係機関の連携、協調を推進し

ている。 

このように、協力期間終了後もエチオピアの保健分野における予算が適切に確保される可

能性は高い。このことから、本プロジェクトの成果及び目標の達成に必要な活動となるIRTや

ISSの計画どおりの実施や、エチオピア側の財政的制約から十分な投入が得られなかった供与

機材（特にモニタリング活動用オートバイ）の維持管理費等の課題も、今後解消されること

が一定程度見込まれる。ただし、現場レベルでのCBN活動に必要な予算措置に向け、ORHB

だけでなくZHD及びWorHOも適切な計画に基づく予算申請を行うことが求められる。 
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 （3）技術的側面 

本プロジェクトではCBN活動強化に向けて、ZHD及びWorHOのMCHエキスパート及びHEW

スーパーバイザー、HEWの能力強化を行ってきた。また、コミュニティでの母子保健サービ

スに関するFMOHの政策変更に沿ってHDAリーダーに対するオリエンテーションの実施も行

っている。これに加え、適切なCBN活動のモニタリングに向けたレビュー会議の実施支援も

行っており、本プロジェクトで育成した保健人材は、CBN活動を実施するために必要な知識、

技術を獲得したと考えられる。また、レビュー会議やISS、IRTなどの保健サービスの質の維

持のためのメカニズムが存在していることから、技術的持続性は一定程度担保されたものと

考えられる。 

本プロジェクトでレビュー会議実施手引書やTSSチェックリストを作成したことで、モニタ

リング活動を標準的作業として実施することは可能となったが、必ずしもこれらの活動がサ

ービス向上や問題解決のために機能的に運用されていないケースも散見されたため、技術的

持続性を更に強化するためにも、モニタリングメカニズムの機能強化を一層図ることが今後

の課題として挙げられる。 

 

 （4）総合的持続性 

上述のとおり、政策・制度、財政、技術の側面での持続性は一定程度見込めるため、総合

的持続性は比較的高いと判断される。しかしながら、持続性をより強固にするための課題も

幾つか確認されている。本プロジェクトは協力期間終了までにこれらの課題を解決するため

の準備について、関係機関と協議することが求められる。 

 

４－６ 結 論 

本プロジェクトは、「有効性」でも示しているとおり、プロジェクト終了までにプロジェクト目

標の「対象郡において、5歳未満児と妊産婦・授乳婦の栄養不良を低下させるためのコミュニティ

レベルの予防サービスが強化される」は達成される見込みは高い。特に、栄養不良予防に向けた

住民参加の推進（成果1）、HEWによる栄養不良予防活動の強化（成果2）の取り組みが、プロジェ

クト目標の指標である妊産婦・授乳婦の栄養不良予防にかかわる行動変容の促進に貢献している。 

他方で、協力期間中に、CBN活動に関するボランティア制度（VCHW→HDA）や、支援型監督

指導制度（TSS→ISS）、人材育成の研修内容（CBN研修→IRT）が変更され、本プロジェクトによ

る介入が限定的・側面的となった影響から、プロジェクト成果としてのリファラル/フォローアッ

プ（カウンターリファラル）連携強化（成果3）及び、行政管理能力強化（成果4）については、

CBNサービスの質の維持のためのメカニズムが効果的に機能している段階に至っていない。しか

し、これまでのプロジェクト投入は、基礎的な体制づくりには大いに貢献している。 

本プロジェクトで取り組んできたCBN活動について、NNPの活動として位置づけられ政策的な

持続性は高く、技術的にも本プロジェクトによりCBN活動の基礎を一定程度構築できたことから、

今後エチオピア主導でプロジェクト成果を基にCBN活動が推進されることが期待される。また、

本プロジェクトで作成したBCC、及びマルチセクター連携モデルの構築（成果5）に関する優良事

例集や実施マニュアルの活用を進めることによって、より実践的なCBN活動が展開普及されるこ

とが期待される。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提 言 

 （1）プロジェクト（ORHB and JICA） 

1. プロジェクトは、プロジェクトが主体的に支援しているCBN活動を整理し（継続的なオペ

レーションに必要な人材、時間、資機材、ランニングコストなどの分析結果も含む）、プ

ロジェクト成果及び経験の普及に向けた具体的な道筋について協議するとともに、適切に

ORHBへ業務を移譲すること。 

2. プロジェクトは、計画どおり開催できていないレビュー会議の効果・効率的な実施運営に

ついて検討すること。 

3. プロジェクトは、BCC及びマルチセクター連携の取り組みに関する実施マニュアルや優良

事例集について、具体的な活用方法を関係機関と協議すること。特にマルチセクター連携

については、事例研究の導入を積み重ね、モデル化に向けた具体的な展開/普及方法につい

て協議すること。 

4. プロジェクトは、新NNPの目標値を考慮し、協力期間終了までに指標1及び指標4の見直し

を行い、必要に応じて改訂を行うこと。 

 

 （2）ORHB 

1. ORHBは、CBN活動の質を維持・向上するために、IRTを適切に継続すること。 

2. ORHBは、栄養不良患者に対する予防・治療サービスを強化するために、TFU設置の取り

組みを維持・拡大すること。 

3. ORHBは、プロジェクトで供与したバイク11台のうち現在故障している10台について、早

急に修理し使用可能な状態にすること。また、予防的な維持管理を実施しいつでも使用可

能な状態を担保すること。 

4. ORHBは、HDA制度移行後のGMP及びCC参加率の低下について具体的な対応策を検討する

こと。特に業務負荷が大きくなったHEWの業務の効率化やコミュニティでのCBN活動支援

策について検討すること。 

 

 （3）WorHO 

1. WorHOsは、プロジェクトで供与したバイク11台のうち現在故障している10台について、

早急に修理し使用可能な状態にすること。また、予防的な維持管理を実施しいつでも使用

可能な状態を担保すること。 

2. WorHOsは、HDA制度移行後のGMP及びCC参加率の低下について具体的な対応策について

検討すること。 

 

５－２ 教 訓 

 （1）PDM上の記載内容の明確化 

本来PDMは、プロジェクトの枠組みについて関係者による共通認識を得るためのスプレッ

ドシートの役割を担っており、成果達成に向けたプロジェクト活動の進捗管理及び成果創出

状況の管理に重要なツールである。したがって、まずは到達すべき目標や達成すべき成果を
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明確にすることが不可欠であり、目標のクリアな設定によって必要な活動及び活動に必要な

人材・予算・資機材・時間について適切に予測・管理することが可能となる。 

今回、終了時評価調査団は本プロジェクトのPDMに示されるプロジェクト活動や成果指標

について、指標の表記含め用語の定義で曖昧な表現がなされているものを確認した。誰に対

してどのような介入を行うのか、どのようなデータを収集するのかなど、正確な判断が難し

い表記となっており、PDMに従った具体的な介入方法の策定や進捗管理を行う際に混乱を招

く事態となっている。加えて、成果レベルの定義が曖昧なところもあり、達成すべき成果に

関して本プロジェクト及びJICA側で共通認識が得られず、成果達成に対する適切な人的・予

算的投入に至らなかった。 

このようなギャップを最小限にするためにも、詳細計画策定調査時にプロジェクトデザイ

ンを策定する際は、関係者間の共通認識を得ることを念頭に、正確かつ簡潔な表現を用い、

用語の定義を明確にすることが求められる。また、協力期間途中であってもPDMの表記や定

義などに正確性を欠くような問題が確認された場合には、プロジェクトは可及的早期にPDM

改訂案を作成し、JCCなどを通じて関係者間のコンセンサスを得ることが求められる。 

 

 （2）効果測定のための調査デザイン 

プロジェクト目標及び成果の達成度は、第一に設定された指標との比較を通じて確認及び

検証を行う。介入効果の測定や活動と成果の因果関係の確認を行うには、ベースライン調査-

ミッドライン調査-エンドライン調査の比較試験による傾向分析を踏まえる必要がある。した

がって、各調査条件の同一性やデータの信頼性の担保が必要となるが、今回の終了時評価時

点ではベースライン調査及びミッドライン調査に関し、条件の同一性やデータの信頼性に問

題が確認されたため、結果的に本評価プロセスにおいてこれらの調査結果を使用できなかっ

た。 

プロジェクトの介入効果の傾向分析を可能にし、説得力のあるエビデンスを得るためには、

ベースライン調査やエンドライン調査を1つの調査パッケージとしてプロジェクトの枠組み

に組み込み、当初より調査条件（サンプルサイズ、調査期間、データ収集方法、調査対象、

調査項目、分析方法、調査費用など）を統一化することが求められる。特に、ベースライン

調査結果は成果測定の基礎根拠となるため、調査デザイン及び実施方法について十分な検討

が求められ。品質管理の観点から、統計学などの専門性を有する人材の活用も視野に入れ、

調査精度、信頼性、測定可能性を担保することが求められる。 

 

 （3）有効な本邦研修の実施 

「効率性」で触れているとおり、本邦研修に参加した11名のC/Pのうち、終了時評価時点で

既に6名は当時のポストから離れていることが確認された。その結果、本邦研修の成果達成へ

の貢献度は限定的という評価となった。このような離職や急な人事異動については本プロジ

ェクトに限ったことではなく、エチオピアの全体的な傾向として見受けられるため、他プロ

ジェクトも含め同様の事態に直面する可能性は高いと考えられる。 

したがって、C/Pの離職・異動（及びその影響）などを最小限に抑え得る対応の検討が必要

である。対応策の検討にあたっては、まずPOを策定する初期の段階で本邦研修についてもプ

ロジェクト全体期間を通じた全体計画を策定することが望ましい。いつ、どのようなテーマ
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の本邦研修を実施するかという点のみならず、本邦研修をより戦略的に活用するために、①

戦略的な人選の実施、及び②研修帰国後のC/Pの戦略的活用についても本邦研修全体計画の策

定時に検討することが望ましい。 

本邦研修には、C/Pの能力向上という一義的な効果のほか、プロジェクトや日本への理解促

進という副次的な効果も期待される。本邦研修の効果をプロジェクトで最大限に発現するた

めにも戦略的に人選を行うことは極めて重要であり、政策決定者・実務者レベルそれぞれで、

プロジェクトの中核を担えるC/Pを慎重に見極めることが非常に重要となってくる。 

さらに研修効果の有効活用策として、研修帰国後のC/Pをプロジェクト活動のリソースパー

ソンとして活用するなどの戦略的な方策を検討することが望ましい。帰国後も引き続きプロ

ジェクトへの関与を強化することにより、C/Pがプロジェクトから離れるリスクやその影響を

最小限に抑えることにもつながると考えられる。 
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第６章 団長所感 
 

 （1）活動計画の規模と派遣専門家数 

本プロジェクトの活動を大きく分類すると、コミュニティ活動、保健栄養サービス活動、

人材育成、行政管理・指導（指導監督等）、マルチセクター連携と整理でき、このうち最も投

入が大きかったのは人材育成であった。対象コミュニティが多く活動内容も多岐にわたるた

め、実際にプロジェクトとして介入可能なのは人材育成と行政管理・指導ということになり、

コミュニティ活動と保健栄養サービス活動については、それらの成果として期待されていた。 

これまでの協力期間を通し、長期専門家はチーフアドバイザーと業務調整兼務専門家の2名

で、必要に応じて短期専門家を投入し補充する形をとっていた。しかしながら、研修などの

人材育成の活動が膨大であるため、チーフアドバイザーや業務調整兼務専門家はそこに時間

をとられ、他の活動に専念することが難しい状況であった。そのため、コミュニティ活動や

マルチセクター連携に関しては短期専門家の補充的活動により、一定の成果を出すことがで

きた。ただし、短期専門家は派遣期間が数箇月に限られてしまうため、コミュニティ活動や

保健栄養サービス活動、マルチセクター連携への人材投入は十分であったとはいえず、特に

保健栄養サービス活動については、制度移行の影響もあり停滞していたように見受けられる。

他方で、保健栄養サービス活動については定型業務として定められているため、HEW等に対

する研修などを通して一定の成果が出ていることは間違いない。 

限られたリソースのなかで、本プロジェクトを牽引し成果を上げてきた長期専門家及び短

期専門家には敬意を表するが、活動計画に見合った専門家投入があれば更にその成果は目に

見えて大きかったのではないかと思われる。 

 

 （2）透明性の確保とコミュニケーション 

終了時評価調査を通して、C/P（ZHD及びWorHO）からプロジェクト運営に対する意見とし

て、透明性が十分でない旨指摘があった。ここでいう「透明性」とは、活動計画や活動予算

等に係る透明性を意味しているようであった。本プロジェクトとしては、このような透明性

を確保するために、JCC等の機会を通してC/Pに対し活動計画や活動予算などに係る情報を共

有していたが、その情報が必ずしもC/P関係者内で共有されていた訳ではなかった。またZHD

になるとORHB及び本プロジェクトからの情報伝播が緩くなり、本プロジェクトの実状に対す

る理解が不足しているように見受けられた。 

本プロジェクトが実施支援する研修やレビュー会議の参加者には手当が支払われるが、支

給額について本プロジェクトと参加者との間でトラブルが起こっている。このトラブルの原

因について本プロジェクトの透明性の欠如と置き換えて解釈するC/Pがいたことも想像でき

る。JICAのスタンスとして、プロジェクトの在外事業強化費はプロジェクト独自の責任範囲

内で執行するものと解釈する傾向があったが、最近のプロジェクトでは透明性を確保するた

め、必要に応じて情報をオープンにする姿勢を示している。このことは、現状に合った正し

い方向であると思われる。ただし、依然としてこのような問題が起きていることにかんがみ、

必要な情報をどのように先方に提供するかは更に議論を要し、相互が納得する対応を模索し

ていかなければならないと思われた。例えば、JCCなどの場で活動計画と予算計画を提示する

とともに、その議事録を関係者に配布することは最低限の方策のように思われる。 
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 （3）ORHBの栄養部門の人材規模 

現在FMOHでは、栄養関連活動の業務量規模に対し人的規模が少なすぎると国際パートナー

機関から指摘され、栄養ユニットが新たに組織される運びとなっている。これと同じ現象が

ORHB内にもいえる。栄養関連活動の投入規模に対し担当者は数名であり、かつ兼務状態とな

っているため、本プロジェクトのC/Pとしてプロジェクト活動すべてを掌握できているかどう

か疑問が残る。C/Pの組織の脆弱性がプロジェクト運営上での阻害要因となったことは十分考

えられる。 

SUN（Scale Up Nutrition）運動が世界的な潮流となり、対エチオピアの栄養分野の協力も一

層拡大していくことは今回のFMOH訪問時にも確認することができた。これに伴い、ORHBの

栄養分野への支援も今後拡大するものと思われる。本プロジェクトの協力期間内にどのよう

な変化があるかは分からないが、本プロジェクトからORHBに対し、組織的に栄養分野の対応

を拡大するよう進言することが勧められる。 

 

 （4）プロジェクトの成果品について 

本プロジェクトの成果品（マルチセクター連携及びBCCに係る実施マニュアル及び優良事

例集、CBN研修補助教材、TSSチェックリスト等）について、他地域への活用を検討するよう

本報告書でも提言している。実際に他地域で活用されるようにするには一定程度の努力が必

要であり、また戦略も必要である。同時に、関係者との議論や検討を継続することが不可欠

である。 

また、これらの成果品の活用に関しては、エチオピア国内にとどまらず、日本で実施され

る課題別研修「母子栄養不良対策」での活用もひとつの方法として検討すべきと思料する。

当研修は2014年度から開始されることになっており、日本の援助の経験を紹介する場として

活用される予定である。これら成果品のうちどの成果品が活用できるかは今後精査する必要

があるが、数少ない栄養プロジェクトのひとつであることから、これらの成果品は非常に有

用なものとなると思われる。 

 

 （5）制度の変化への対応 

CBNの基本は、ボランティアの活用を通したコミュニティでの栄養改善である。エチオピ

アの制度変更に伴い、本プロジェクトで育成してきたVCHWの活用が禁止されHDAの活用が

義務づけられたことは、本プロジェクトにとっても非常に大きな影響を受けた。しかしなが

ら、このような劇的な制度変更にも本プロジェクトでは円滑な制度移行を支援するため大き

な努力を払い、HDAへオリエンテーションを実施しHDAの有効活用を図ってきた。 

これまで本プロジェクトで導入・実施してきたCBN研修やTSSについても、制度変更に伴い

本プロジェクトが独自で実施することが難しくなった経緯がある。これに対応するかたちで、

本プロジェクトではエチオピア政府が定めたIRTとISSに、本プロジェクトで開発・作成した

ものを部分的にも組み入れるよう働きかけを行い、エチオピア側も受け入れることで合意し

た。このような柔軟な対応と努力により、劇的な制度変更に伴うダメージを最小限に食い止

めることができ、本プロジェクトの対応は的を射た適切なものであった。 
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 （6）結 び 

最後に、本プロジェクトは協力期間を通し大きな試練に直面しつつも何とか対応し、よう

やく終了する段階まできた。C/Pや本プロジェクトの問題を指摘するのは簡単であるが、その

解決方法を提案するのは容易なことではない。むしろ試練や問題から教わることの方が多い

と思う。同一プログラムのなかで、世界銀行やUNICEFと共通した活動をJICAプロジェクトと

して実施することの困難さと容易さを学ぶことができた。さまざまな試練を経ながら活動を

継続してきたことで、エチオピアの栄養分野におけるJICAの存在価値が大きくなっているこ

とを、開発パートナー機関やFMOHとの話しを通じて感じることができた。本プロジェクトを

通して蓄積された経験やノウハウの提供・共有が期待されている。これは本プロジェクトに

従事した専門家などによる大きな成果であると思う。このままエチオピアから栄養分野の協

力がフェーズアウトしていくのは本当に惜しまれる。 
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